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概要 
魚種の特徴 
〔分類・形態〕 
 カレイ目カレイ科に属し、学名は Hippoglossoides dubius。口は大きく、上顎後端は

下眼の中央下に達する。眼は体の側面にある。背鰭の起部は上眼の前半部にある。無

眼側は内出血したようにやや赤い。 

〔分布〕 
 島根県以北の日本海、茨城県以北の太平洋、サハリン、カムチャッカ半島に分布す

る。日本海における分布水深は 150～900m。 

〔生態〕 
 寿命は 20 歳。50%成熟体長は雌 25cm、雄 17cm。産卵期は 2～4 月であり、若狭

湾、経ヶ岬周辺、赤碕沖を中心とする隠岐諸島周辺および粟島北方において、分布域

のうち浅めの水深 180～200m で産卵する。クモヒトデ類を周年捕食するが、オキアミ

類やホタルイカモドキ類等のマイクロネクトンが増えると、それらを選択的に捕食す

る。幼稚魚はマダラに捕食されるが、成魚が捕食された記録はない。 

〔漁業〕 
 漁獲のうち 9 割以上が沖合底びき網（沖底：1 そうびきおよび 2 そうびき）と小型

底びき網（小底）によるものであり、そのほかにはわずかに刺し網による漁獲があ

る。なお、京都府機船底曳網漁業連合会のアカガレイ漁は、令和元年 8 月に認証撤退

したが過去に海洋管理協議会(MSC)による海のエコラベル MSC 漁業認証を取得してい

る。沖底、小底ともにかけまわしにより操業している。鳥取県および兵庫県の沖底で

は 40 トン以上の中大型船が主体であるが、京都府以東では 20 トン以下の沖底および

小底が大半を占める。中大型船では 2 日以上、小型船では日帰り操業が多い。 

〔利用〕 
 漁獲の主体は雌で体長 25cm 以上、雄で 20cm 以上（ともに 5 歳以上）であり、日本

海では多くが生鮮で扱われる。煮付け、焼き、中華料理等に使われる。新鮮なものを

刺身で食べる地域もあり、鳥取県には刺身に加熱した卵をまぶす「子まぶり」という

料理がある。一部の地域ではブランド化が進められている。 

 
資源の状態 
 沖合底びき網漁業の資源密度指数は、1981 年をピークに急激に減少し、1980 年代終

わり以降は低い水準で安定していた。2004 年以降増加傾向にあったが、2011 年以降は
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横ばいである。トロール調査による現存量でも 2000 年以降の増加傾向は弱まってい

る。2017 年の資源水準は中位、動向は横ばいである。以上の情報については、国の委

託事業として水産研究・教育機構（以下、水産機構）、関係府県により毎年調査され

更新されている。資源評価結果は公開の会議で外部有識者を交えて協議されるととも

にパブリックコメントにも対応した後に確定されている。資源評価結果は毎年公表さ

れている。 

 
海洋環境と生態系への配慮 
 アカガレイ日本海系群を漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、

モニタリングの有無について、評価対象種の生態、資源、漁業等については関係府

県、水産機構・日本海区水産研究所等で調査が行われ成果が蓄積されており、水温、

塩分等の調査も定期的に実施されている。沖合底びき網、小型底びき網漁業について

混獲非利用種や希少種について漁業から情報収集できる体制は整っていない。 

 混獲種への影響については、利用種として、両漁業ともハタハタ、ズワイガニ、ソ

ウハチが挙がるが、どの魚種も資源は懸念される状態になかった。非利用種としては

クモヒトデ類が挙げられるが、悪影響が懸念される状況ではなかった。環境省による

レッドデータブック掲載種の中で、生息域が評価対象海域と重複する動物の中でアカ

ウミガメでは混獲リスクが中程度であったが、そのほかの希少種ではリスクは低いと

判断された。 

食物網を通じたアカガレイ漁獲の間接影響について、アカガレイの捕食者と考えら

れるマダラ、餌生物と考えられるクモヒトデ類、オキアミ類、ホタルイカ、キュウリ

エソ、ドスイカ、競争者と考えられるマダラ、ハタハタについて、いずれもアカガレ

イの漁獲による影響は見出せなかった。 

漁業による生態系全体への影響については、2004～2017 年の日本海西区における総

漁獲量および漁獲物平均栄養段階（MTLc）は安定して推移していることから小さいと

推定された。漁業による環境への影響については、海底、水質、大気ともに重篤な影

響を与えているとの評価にはならなかった。 

 
漁業の管理 
 アカガレイを漁獲する沖合底びき網、小型底びき網漁業は大臣、知事許可漁業であ

る。TAE対象種であり漁獲努力可能量(隻日)が適用されている。沖合底びき網漁業に

は操業期間等、小型底びき網漁業には操業期間、網目等の制限等について規制があ

り、保護区の設定や小型魚の再放流がなされている。沖合底びき網漁業禁止ラインの

陸側では操業が禁止されており、網口開口板の使用は禁止されている。小型底びき網
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漁業にも禁止ラインの設定や、漁具の制限があり、分離漁獲型底びき網の導入がなさ

れてきた。海底清掃、海底耕耘を実施する県もある。生態系の保全・再生活動が活発

に行われている。管理の執行については、国、県の行政、関係漁業者団体によって生

息域をカバーする管理体制が確立して機能している。年 1回更新される海洋生物資源

の保存及び管理に関する基本計画において資源の動向が記述され、漁獲努力可能量が

設定され、順応的管理の仕組みが相当程度導入されてきている。漁業協同組合等の単

位で休業等を内容とする資源管理計画を実施し、関係漁業者団体は日本海西部あかが

れい・ずわいがに広域資源管理検討協議会に参画している。漁業協同組合やその連合

会は地域プロジェクト改革計画を主導し、ブランド化や直販店運営で販売促進がなさ

れている。利害関係者の参画については、遊漁者、公益代表者等が県国レベルでの協

議会、審議会へ関与している。管理施策の意思決定では、資源回復計画以来の広域漁

業調整委員会を含めた関係者で施策が協議されてきている。種苗放流は実施されてい

ない。 

 
地域の持続性 
 日本海系群のアカガレイは、沖合底びき網（福井県、兵庫県、鳥取県）、小型底び

き網（石川県、福井県）で大部分が獲られている。漁業収入は中程度で推移し収益率

のトレンドはやや高く、漁業関係資産のトレンドは低かった。経営の安定性について

は、収入の安定性、漁獲量の安定性ともにやや高かった。漁業者組織の財政状況は未

公表の組織も含まれた。操業の安全性は高かった。地域雇用への貢献は高い。労働条

件の公平性については、漁業及び加工業で特段の問題はなかった。買受人は各市場と

も取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は

概ね働いている。取引の公平性は確保されている。卸売市場整備計画により衛生管理

が徹底されており、仕向けは高級消費用あるいは中級消費用である。先進技術導入と

普及指導活動は活発に行われており、物流システムは整っている。水産業関係者の所

得水準はやや高い。地域ごとに特色ある漁具漁法が残されており、伝統的な加工技術

や料理法がある。 

 
健康と安全・安心 
 アカガレイの肉は良質なタンパク質を含み、縁側には皮膚の健康を保つ働きがある

コラーゲンが含まれている。一般的に、カレイ類には、体内でエネルギー変換に関与

しているビタミン B1、骨の主成分であるカルシウムやリンの吸収に関与しているビタ

ミン D が多く含まれている。旬は冬～春で、産卵期を迎え卵や白子が発達して美味し

くなるといわれているが、地域によりやや異なっており、越前がれい（福井県）は脂

がのってくる 10～12 月、石川県では 4～6 月が旬であるとの記述がある。  
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1．資源の状態 

概要 

対象種の資源生物研究・モニタリング（1.1） 
 本種は重要な水産資源であり、資源生態に関する調査研究は古くから進められてき

た。分布・回遊、年齢・成長・寿命、成熟・産卵に関する知見は、学術論文や報告書

として蓄積されており、資源評価の基礎情報として利用可能である（1.1.1 3～4
点）。漁獲量・努力量データの収集、調査船調査等の定期的な科学調査、漁獲実態の

モニタリングも毎年行われている（1.1.2 4～5点）。このように定期的に収集される

漁業データ、科学調査データに基づき、沖底の資源密度指数を使用した資源評価が毎

年実施されている（1.1.3.1 4点）。資源評価の内容は公開の場を通じて利害関係者の

諮問やパブリックコメントを受けて精緻化されている（1.1.3.2 5点）。 

 
資源の水準・動向（1.2） 
 沖底（1 そうびき）の資源密度指数を用い、1979 年以降の最高値レベルである 30 を

三等分し、20 を高位と中位の境、10 を中位と低位の境とした。直近 5 年間（2013～
2017 年）の資源密度指数は、高位と中位の境界付近で推移して、2017 年は 19.6 とな

った。資源水準は中位、動向は横ばいと判断した（1.2.1 3点）。 

 
漁業の影響（1.3） 

 直近 5 年の資源評価結果では、漁獲量が生物学的許容漁獲量(ABC)以下であった

のは 2 年、上回ったのは 3 年であり（1.3.1 2点）、3世代時間（33 年）以内の絶滅

確率は 6.62×10-50であることから現状の漁獲圧において資源が枯渇するリスクは極め

て低い（1.3.2 4点）。資源評価で提示される ABC に基づく漁獲量管理はなされてい

ないが、資源評価結果は日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議会

により漁獲努力量削減方策に反映されている（1.3.3.1 3点）。予防的措置は考慮され

ているが施策には反映されていない（1.3.3.2 2点）。遊漁、外国船、IUU 漁業等の影

響はないと考えられる（1.3.3.5 5点）。 

 

評価範囲 

① 評価対象魚種の漁業と海域 



 
 

5 

 2016 年の「我が国周辺水域の漁業資源評価」によれば、2015 年における日本海系群

の漁獲量は 4,945 トンであった。このうち沖底が 6 割以上を占め、約 3 割が小底、刺

網はわずかであった。対象海域はアカガレイ日本海系群が分布する日本海西区および

日本海北区とする。 

② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 
 本種は農林水産省により毎年集計されている漁業養殖業生産統計年報では扱われた

のは 2007 年以降であり、2006 年以前は原則として各府県における集計値を使用して

いる。1999 年以降については「我が国周辺水域の漁業資源評価」において漁獲統計が

収集されている。努力量は沖底漁獲成績報告書から収集している。 

③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 
 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の一環として、水産機構が府県の

水産試験研究機関等と共同して実施した調査結果をもとに資源評価が実施され、その

結果の報告は「我が国周辺水域の漁業資源評価」として印刷・公表されている。 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 
 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収集

する。 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 
 評価対象魚種について行われている、生理生態研究に関する論文・報告書を収集す

る。 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング・評価手法 

1.1.1 生物学的情報の把握 
 資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など、対象魚種の生物に関する

基本的情報が不可欠である（田中 1998）。対象魚種の資源状況を 1.2 以降で評価する

ために必要な、生理・生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.4 の 4
項目について評価する。評価対象となる情報は、①分布と回遊、②年齢・成長・寿

命、③成熟と産卵の各項目とする。種苗放流を実施している魚種については、④種苗

放流に必要な基礎情報も対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を

算出する。 

1.1.1.1 分布と回遊 
 日本海では 150～900m の水深帯に分布する。成長段階ごとに分布水深が異なり、さ

らに成魚は季節的に水平および浅深移動も行う（永澤 1993、内野ほか 1997、山崎ほ

か 1999、廣瀨ほか 2002）。2～4 月に水深 180～200m に産卵場を形成し、産卵期終

了後もしばらくは産卵場付近に留まるが、6 月下旬頃より深場への移動を始める（廣

瀨・南 2003）。晩秋には、深場から浅場の産卵場へと移動を始める（永澤 1993）。

標識放流の結果に基づき、若狭沖から但馬沖以西への成魚の移動が報告されている

（内野ほか 1997）。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

生活史の一部の

ステージにおい

て、把握され、

十分ではない

が、いくつかの

情報が利用でき

る 

生活史のほぼ

全てのステー

ジにおいて把

握され、資源

評価に必要な

最低限の情報

がある 

生活史の一部のス

テージにおいて、

環境要因による変

化なども含め詳細

に把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 
 2 歳で 14cm 前後、5 歳では 20cm 前後、10 歳では雄が 23cm 前後、雌は 30cm 前後と

なる。2011 年の調査で確認された最高齢は、雄 19 歳、雌 24 歳であり、寿命はおよそ

20 歳と考えられる（藤原ほか 2017）。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 
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1.1.1.3 成熟と産卵 
 50%成熟体長は、雄で 17cm、雌で 25cm である（藤原ほか 2009）。産卵期は 2～4
月で、産卵場は分布域のうち浅い水深 180～200m付近に局所的に形成される。繁殖期

間中、雄は性的活性を長く保ち、長期間産卵場に留まる（山崎ほか 1999）。一方、雌

は水深 250m 前後から順次産卵に加わり、産卵後速やかに 220m 以深に移動するため、

産卵場では常に雄が多く分布する。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.4 種苗放流に必要な基礎情報 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

把握され

ていない 

データは

あるが分

析されて

いない 

適正放流数、放流適

地、放流サイズ等の利

用できる情報があり分

析が進められている 

適正放流数、放

流適地、放流サ

イズは経験的に

把握されている 

適正放流数、放流適

地、放流サイズは調

査・研究によって把

握されている 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 
 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査によって、対象魚種の把握並び

に資源管理の実施に必要な多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体制と

しての項目並びに期間について、1.1.2.1～1.1.2.6 の 6項目において資源評価の実施に必

要な情報が整備されているかを評価する。評価対象となる情報は、①科学的調査、②漁

獲量の把握、③漁獲実態調査、④水揚物の生物調査、である。種苗放流を実施している

魚種については、⑤種苗放流実績の把握、⑥天然魚と人工種苗の識別状況、についても

対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。ここでいう期間

の長短とは、動向判断に必要な 5 年間または、3世代時間（IUCN 2019）を目安とする。 

1.1.2.1 科学的調査 
 日本海西部海域では 5～6 月に水深 190～550m において調査船による着底トロール

調査を行っているほか、石川県沖、京都府沖および兵庫県沖において新規加入量調査

を行っている（藤原ほか 2019）。本海域を沖底小海区と同様の 8 海区（浜田沖はさら

に東西に分けた）と、3 水深帯（190～300, 300～400, 400～550m）に区分し、約 140調
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査点の雌雄別の採集尾数より、面積密度法を用いて資源量を推定している。以上より

4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

資源評価に必要

な短期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な短期間の十分

な情報が利用で

きる 

資源評価に必要

な長期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な長期間の十分

な情報が利用で

きる 

 

1.1.2.2 漁獲量の把握 
 沖底（1 そうびき）の漁獲量は、1981 年をピークに、1992 年まで大きく減少した。

以後は低い水準で推移したが、2004～2008 年に増加し、その後は横ばいである。全漁

業種の漁獲量は 1991 年以降増加し、1997～2005 年は 3,000 トン台で推移した。2006
年以降再び増加し、2011 年には 6,000 トンを超えたが、以後は減少し、2017 年は

4,453 トンであった（藤原ほか 2019）。以上より 5点を配点する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.1.2.2 漁

獲量の推移 
 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量は不

明である 

一部の漁獲量

が短期間把握

できている 

一部の漁獲量が長期間把握

できているが、総漁獲量に

ついては把握できていない 

総漁獲量が

短期間把握

できている 

総漁獲量が長

期間把握でき

ている 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 
 沖底（1 そうびき）の有効漁獲努力量は、1980 年代後半には 30万回を超えていた

が、その後減少し、1990 年代半ばには約 20万回となった。2000 年代に入っても減少

を続け、近年は最低の水準である。直近 5 年間（2010 年以降）では、2011 年と 2012

0
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5,000
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年にやや増加したものの、2013 年から減少し、2017 年は過去最低の 13.8万回であっ

た（藤原ほか 2019）。以上より 5点を配点する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1.1.2.3 沖合

底びき網の有効

漁獲努力量 
 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.4 水揚物の生物調査 
 2000 年頃から日本海西部の主要港における体長測定を行い、水揚げ物組成を把握し

ている（藤原ほか 2019）。石川県と鳥取県および島根県は水揚げ物の全長規制を行っ

ており、日本海における水揚げ物の主体は雌で体長 25cm 以上、雄で 20cm 以上であ

る。以上より 4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.5 種苗放流実績の把握 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流実績

等の記録

はほとん

どない 

. 一部の項目、地

域、時期につい

ては、放流実績

等が記録されて

いない 

親魚の由来、親魚数、

放流数、放流サイズ、

放流場所の大部分は継

続的に記録されている 

対象資源について、親魚の由

来、親魚数、放流数、放流サ

イズ、放流場所が全て把握さ

れ継続的に記録されている 
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1.1.2.6 天然魚と人工種苗の識別状況 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

天然魚と放流魚

の識別が出来な

い状態である 

. 標識等により人工

種苗と天然種苗の

識別が可能である 

. 標識等により人工種苗の

放流履歴（年、場所等）

まで把握可能である 

 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 
 資源評価は、漁業が与える影響により漁獲生物資源がどのように変化したかを把握し、

また、将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析すること

であり、資源（漁業）管理のための情報として非常に重要である（松宮 1996）。資源

評価方法、資源評価結果の客観性を 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2項目で評価する。 

1.1.3.1 資源評価の方法 
 漁業の主体である沖底の資源密度指数を用いて資源水準および資源動向を判断し

た。また、生物情報収集調査から漁獲状況を、トロール調査から年齢組成を、新規加

入量調査から加入状況を推察した（藤原ほか 2019）。以上より評価手法 2 により判定

し、4点を配点する。 

評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量推

定の経年変化に

より評価 

努力量情報を加

えるなど詳細に

解析した現存量

推定の経年変化

により評価 

② . . 単純なCPUEの

経年変化によ

り評価 

標準化を行うな

ど詳細に解析し

たCPUEの経年変

化により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

に基づく評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

限定的な情報

に基づく評価 

. . 

④ . . . 分布域の一部で

の調査に基づき

資源評価が実施

されている 

分布域全体での

調査に基づき資

源評価が実施さ

れている 

⑤ 資源評価無 . . . . 
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1.1.3.2 資源評価の客観性 
 水産庁の我が国周辺水域漁業資源評価等推進事業の参画機関である、国立研究開発

法人水産研究・教育機構および都道府県の水産試験研究機関等は解析およびデータを

資源評価検討の場であるブロック資源評価会議前に公開している。資源評価の翌年度

までにデータを含め、水産庁のホームページにて公開している。報告書作成過程で

は、複数の有識者による助言・協力を仰ぎ、有識者の意見にそった修正がブロックの

資源評価会議でなされる。アカガレイ日本海系群は 9 月上旬に開催される日本海ブロ

ック資源評価会議でその資源評価案が議論される。資源評価への関心が高まっている

ことを踏まえ、本会議は公開し一般傍聴を受け付けている。また、パブリックコメン

トの受け付けもしている。データや検討の場が公開されており、資源評価手法並びに

結果については外部査読が行われている。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

データや検討の場

が非公開であり、

報告書等の査読も

行われていない 

. データや検討の場が条

件付き公開であり、資

源評価手法並びに結果

については内部査読が

行われている 

. データや検討の場が

公開されており、資

源評価手法並びに結

果については外部査

読が行われている 

 

1.1.4 種苗放流効果 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

 

1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1対象種の資源水準と資源動向 
 沖底（1 そうびき）の資源密度指数を用い、1979 年以降の最高値レベルである 30 を

三等分し、20 を高位と中位の境、10 を中位と低位の境とした。直近 5 年間（2013～
2017 年）の資源密度指数は、高位と中位の境界付近で推移して、2017 年は 19.6 とな

った。資源水準は中位、動向は横ばいと判断した（藤原ほか 2019）。以上より 3点を

配点する。 
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図 1.2.1 沖底の資源

密度指数の推移 
 

1点 2点 3点 4点 5点 

低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加 

高位・増加 

高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 
 Blimit や Flimit、Fcurrent は計算されていない。直近 5 年の資源評価結果では、漁獲

量が ABC 以下であったのは 2 年、上回ったのは 3 年である。以上より評価手法 2 によ

り判定し、2点を配点する。 

評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① Bcur ≦ Blimit 

Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ＞ Flimitまたは 

Bcur ≦ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

② Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

③ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

④ 不明、判定不能 . . . . 

 

1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 
 希少性評価結果から、本系群の 3世代時間（33 年）以内の絶滅確率は 6.62×10-50で
ある（水産庁 2017）。現状の漁獲圧において資源が枯渇するリスクは極めて低いと考

えられる。以上より評価手法 3 により判定し、4点を配点する。 
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評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リス

クが高いと判

断される 

. 資源枯渇リス

クが中程度と

判断される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 

②③ 資源枯渇リス

クが高いと判

断される 

資源枯渇リス

クが中程度と

判断される 

. 資源枯渇リスク

が低いと判断さ

れる 

. 

④ 判定していない . . . . 

 

1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 
 資源評価は、それ自体が最終的な目的ではなく、資源管理、漁業管理のための情報

を増大させる一環として位置づけられる（松宮 1996）。漁業管理方策策定における資

源評価結果の反映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 
 資源評価で提示される ABC に基づく漁獲量管理はなされていないが、資源評価結果

は日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議会により漁獲努力量削減

方策に反映されている（水産庁 2019）。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業制御規

則はない 

漁獲制御規則が

あるが、漁業管

理には反映され

ていない 

. 漁獲制御規則が

あり、その一部

は漁業管理に反

映されている 

漁獲制御規則があり、漁業管理

に十分反映されている。若しく

は資源状態が良好なため管理方

策は管理に反映されていない 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 
 我が国の資源管理のための漁獲方策（harvest control rule）では、管理基準設定に際

し不確実性を考慮した管理基準が設定されているが、施策には反映されていない。以

上より 2点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

予防的措置が考

慮されていない 

予防的措置は考慮

されているが、漁

業管理には反映さ

れていない 

. 予防的措置は考慮

されており、その

一部は漁業管理に

十反映されている 

予防的措置が考

慮されており、

漁業管理に十分

反映されている 

 

1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 
 新規加入量の変動等に環境変化の影響が存在すると思われるが、情報は得られてい

ない。以上より 2点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

環境変化の影響

については、調

べられていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が把握されてい

るが、現在は考

慮されていない 

環境変化の影

響が把握さ

れ、一応考慮

されている 

環境変化の影

響が把握さ

れ、十分に考

慮されている 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 
 水産庁が平成 14（2002）年度から実施した資源回復計画により、加賀沖以西で保護

区域の拡大や保護礁の増設ならびに新たな休漁期間の設定等の漁獲努力量削減措置が

なされた（水産庁 2002）。そして、生息環境整備のための海底清掃、海底耕耘、網目

拡大や改良漁具（二段式分離選択網）の導入等も取り組まれてきた。資源回復計画は

平成 23（2011）年度で終了したが、同計画で実施されていた措置は、平成 24（2012）
年度以降、新たな枠組みである資源管理指針・資源管理計画のもとで継続されてい

る。石川県と鳥取県および島根県は水揚げ物の全長規制を行っている。以上より 3点
を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

外部専門家や利害関係者の意

見は全く取り入れられていな

い、または、資源評価結果は

漁業管理へ反映されていない 

. 内部関係者の検

討により、策定

されている 

外部専門家を

含めた検討の

場がある 

外部専門家や利

害関係者を含め

た検討の場が機

能している 

 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU漁業などの考慮 
 遊漁、外国船、IUU 漁業等の影響はないと考えられる。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

遊漁、外

国漁船、

IUUなどの

漁獲の影

響は考慮

されてい

ない 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業に

よる漁獲を考慮

した漁業管理方

策の提案に向け

た努力がなされ

ている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を考慮する必要

があり、一部に考

慮した漁業管理方

策の提案がなされ

ている 

遊漁、外国漁船、IUU

漁業による漁獲を殆

ど考慮する必要がな

いか、もしくは十分

に考慮した漁業管理

方策の提案がなされ

ている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を考慮する必要

がないか、もしく

は完全に考慮した

漁業管理方策の提

案がなされている 
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2．海洋環境と生態系への配慮 

概要 

生態系情報・モニタリング（2.1） 
アカガレイ日本海系群を漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、

モニタリングの有無については以下の状況である。評価対象種の生態、資源、漁業な

どについては関係府県、水産機構・日本海区水産研究所等で調査が行われ成果が蓄積

されている（2.1.1 4点）。当該海域では各府県調査船による沖合定線調査、沿岸定線

調査により水温、塩分等の調査が定期的に実施されている（2.1.2 4点）。評価対象漁

業である沖合底びき網、小型底びき網漁業では魚種別漁獲量を把握できる体制にある

が、混獲非利用種や希少種について漁業から情報収集できる体制は整っていない

（2.1.3 3点）。 

同時漁獲種（2.2） 
アカガレイを漁獲する漁業による他魚種への影響であるが、混獲利用種として、両

漁業ともハタハタ、ズワイガニ、ソウハチが挙げられるが、どの魚種も資源は懸念さ

れる状態にはなかった（2.2.1 4点）。混獲非利用種としてはクモヒトデ類が挙げら

れるが、悪影響が懸念される状況ではなかった（2.2.2 4点）。環境省による 2019 年

レッドデータブック掲載種の中で、生息域が評価対象海域と重複する動物に対し PSA
評価を行い、アカウミガメでリスクが中程度となったが、そのほかの希少種ではリス

クは低いと判断された（2.2.3 4点）。 

生態系・環境（2.3） 
食物網を通じたアカガレイ漁獲の間接影響については以下の通りである。アカガレ

イの捕食者と考えられるマダラについては、資源は懸念される状態ではなかった

（2.3.1.1 4点）。アカガレイの餌生物としてクモヒトデ類、オキアミ類、ホタルイ

カ、キュウリエソ、ドスイカについて評価を実施し PSA評価でキタクシノハクモヒト

デ、ツノナシオキアミ、キュウリエソのリスクは低く、CA評価でホタルイカの資源状

態への懸念は見られなかった（2.3.1.2 4点）。アカガレイの競争者と考えられたのは

マダラ、ハタハタであるが、いずれも資源は懸念される状態ではなかった（2.3.1.3 4
点）。 

漁業による生態系全体への影響であるが、2004 年～2017 年の日本海西区での総漁獲

量および MTLc はともに安定して推移しており、沖合底びき網 1 そうびき（かけまわ

し）や小型底びきが生態系全体に及ぼす影響は小さいと推定された（2.3.2 5点）。 
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漁業による環境への影響であるが、海底環境については、漁業の規模と強度の影響

は重篤ではなく、栄養段階組成の推移から見た生態系への影響はみられないことか

ら、生態系特性に不可逆的な変化は起こっていないと考えられる（2.3.4 4点）。水

質環境に対しては、対象漁業からの排出物は適切に管理されており負荷は低いと判断

された（2.3.5 5点）。大気環境に対しては、沖合底びき網１そうびきの CO2排出量

は我が国漁業の中では比較的低いため排出ガスは適切に管理され負荷は低度であると

判断された（2.3.6 4点）。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
藤原ほか（2019a）によれば、2017 年のアカガレイ日本海系群の漁獲量は 4,453 トンで

ある。漁業種類別の内訳は、沖合底びき網 2,704 トン（61％）、小型底びき網 1,558 ト

ン（35％）であった（日水研 私信）。よって評価対象漁業は沖合底びき網と小型底

びき網とする。沖合底びき網にはオッタートロール、かけまわし、2 そうびきがある

が日本海は主としてかけまわしが行われている（貞安 2016）。小底については手繰り

1 種（かけまわし）である（日水研 私信）。 

② 評価対象海域の特定 
藤原ほか（2019a）によれば、2017 年の農林水産統計における大海区別の漁獲量は、

日本海西区（石川県～島根県）4,282 トン、日本海北区（青森県～富山県）172 トン

と、日本海西区の漁獲量が大きく上回っている。このことから評価対象海域は日本海

西区とする。 

③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 
1) 漁具、漁法 
・沖合底びき網：かけまわし漁業は、海面に投入した浮標を起点に片側のロープを

80％ほど伸ばし、そこでほぼ直角に曲がりロープの残りを伸ばしたところで網を入

れ、もう一方のロープも左右対称になるように伸ばしながら四角形を描くよう起点の

樽に戻り、網をたぐり寄せる漁法である（金田 2005）。袖網の長さ約 50m、網はロー

プに着けられている。 

・小型底びき網：かけまわし。袖網の長さ約 40m、網はロープに着けられている。 

2) 船サイズ、操業隻数、総努力量 
・沖底：船サイズ：19～120 トン 

操業隻数：139隻 
総努力量：117,000 網／年（日水研 私信） 
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・小底：船サイズ：19 トン未満 
操業隻数：219隻 
総努力量：131,000 網／年（日水研 私信） 
 

3) 主要魚種の年間漁獲量 
2018 年の農林水産統計（市町村別結果からの積算集計）によれば、日本海西区におけ

る魚種別漁獲量で上位に来る種は以下の通りである。 

魚種名 漁獲量（トン） 率（％） 
マイワシ 66,253 22.9 
サバ類 60,543 20.9 
マアジ 36,799 12.7 
ブリ 26,492 9.2 
カレイ類 8,567 3.0 
サワラ 8,096 2.8 
ベニズワイガニ 7,798 2.7 
スルメイカ 7,490 2.6 
総漁獲量 289,107   

 
4) 操業範囲：大海区、水深範囲 

大海区：日本海西区 
水深範囲：水深 200～500m 

5) 操業の時空間分布 
・沖底：9 月 1 日～翌年 6 月 30 日(鋸崎以西 5 月 31 日) 
・小底：福井県以西 9 月～翌年 6 月 30 日(鋸崎以西 5 月 31 日)、 

石川県 9 月～翌年 6 月 

6) 同時漁獲種 
混獲利用種 
・沖合底びき網：  
農林水産統計（市町村別結果からの積算集計）による 2018 年の日本海西区における沖

合底びき網 1 そうびきでの主な漁獲物の漁獲量、並びに沖底 1 そうびき総漁獲量に対

する率は下表の通りである。ただし、底びき網漁業は対象によって分布水深、漁期、

網の目合い等が異なるため、これら魚種すべてがアカガレイと混獲されるとは限らな

い。望月（2017）によれば京都府沖においてアカガレイと漁場水深帯が近いのは、春

漁期にはハタハタ、ソウハチ、冬漁期にはズワイガニ、ハタハタである。かに網とさ

かな網では目合いが異なるが、宮嶋（2013）によればズワイガニとアカガレイはとも

に「かに網」の主漁獲物である。 

 



 
 

19 

魚種名 漁獲量（トン） 比率（％） 
その他イカ類 4,339 24.3 
カレイ類 4,128 23.2 
ズワイガニ 2,491 14.0 
ハタハタ 2,202 12.3 
その他エビ類 1,581 8.9 
ニギス 1,071 6.0 
沖底総漁獲量 17,831   

*その他イカ類とはアカイカ、スルメイカ以外のイカ、その他エビ類とは、クルマエ

ビ、イセエビ以外のエビである。 
 
・小型底びき網： 
農林水産統計（市町村別結果からの積算集計）による 2018 年の日本海西区における小

型底びき網での主要な漁獲物の漁獲量、並びに小型底びき網総漁獲量に対する比は下

表の通りである。ただし、上記の如く底びき網漁業は対象によって分布水深、漁期、

網の目合い等が異なる。望月（2017）によれば京都府沖においてアカガレイと漁場水

深帯が近いのは、春漁期にはハタハタ、ソウハチ、冬漁期にはズワイガニ、ハタハタ

である。 
魚種名 漁獲量（トン） 比率（％） 

カレイ類 3,262 31.8 
ハタハタ 653 6.4 
ニギス 575 5.6 
その他エビ 567 5.5 
フグ類 558 5.4 
ズワイガニ 549 5.4 
小底総漁獲量 10,254   

*その他イカ類とはアカイカ、スルメイカ以外のイカ、その他エビ類とは、クルマエ

ビ、イセエビ以外のエビである。 
 
混獲非利用種 
・沖底：クモヒトデ類 
・小底：クモヒトデ類 

7) 希少種 
環境省（2019）によるレッドデータブック掲載種の中で、生息域が評価対象海域と

重複する動物は以下の通りである。 
アカウミガメ（EN）、アオウミガメ（VU）、ヒメクロウミツバメ（VU）、コア

ジサシ（VU）、カンムリウミスズメ（VU）、ヒメウ（EN） 
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2.1 操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング 

2.1.1 基盤情報の蓄積 
アカガレイ日本海系群の生態、資源、漁業等については関係府県、水産機構等で調

査が行われ成果が蓄積されている（内野ほか 1995, 藤原ほか 2019a）。そのため 4点
とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用できる情

報はない 
 部分的だが利

用できる情報

がある 

リスクベース評

価を実施できる

情報がある 

現場観測による時系列データや生

態系モデルに基づく評価を実施で

きるだけの情報が揃っている 
 

2.1.2 科学調査の実施 
当該海域では各府県調査船により沖合定線調査、沿岸定線調査により水温、塩分等

の調査が定期的に実施されている（日本海区水産研究所 2020）。したがって 4点とす

る。 

1点 2点 3点 4点 5点 
科学調査は実

施されていな

い 

 海洋環境や生態系につい

て部分的・不定期的に調

査が実施されている 

海洋環境や生態系に

関する一通りの調査

が定期的に実施され

ている 

海洋環境モニタリン

グや生態系モデリン

グに応用可能な調査

が継続されている 
 

2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング 
評価対象漁業である沖合底びき網と小型底びき網は、魚種別の漁獲量は把握されて

いるが、混獲非利用種や希少種について、漁業から情報収集できる体制は整っていな

い。したがって 3点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
漁業活動から

情報は収集さ

れていない 

 混獲や漁獲物組

成等について部

分的な情報を収

集可能である 

混獲や漁獲物組成等

に関して代表性のあ

る一通りの情報を収

集可能である 

漁業を通じて海洋環境や生

態系の状態をモニタリング

できる体制があり、順応的

管理に応用可能である 
 

2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 
・沖合底びき網 1 そうびき、小型底びき網 
「評価範囲」③6)より、アカガレイの混獲種として、ハタハタ、ズワイガニ、ソウハ

チを選定し CA評価を行い両漁業とも 4点とした。 
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沖合底びき網 1そうびきと小型底びき網の混獲利用種に対する CA 評価 
評価対象漁業 沖合底びき網1そうびき（かけまわし）、小型底びき網（かけまわし） 
評価対象海域 日本海西区 
評価対象魚種 アカガレイ 
評価項目番号 2.2.1 
評価項目 混獲種 

評価対象要素 

資源量 4 
再生産能力  
年齢・サイズ組成  
分布域  
その他：  

評価根拠概要 ハタハタ、ズワイガニ、ソウハチの資源状態には懸念が見られないため4点
とする。 

評価根拠 

ハタハタ（日本海西部系群）、ズワイガニ（日本海系群A海域: 富山県以

西）、ソウハチ（日本海系群）の資源状態は以下の通りである。 
・ハタハタ日本海西部系群：1972～2018年の沖底データによる資源密度指

数から判断して資源水準は高位、2014～2018年の資源量から動向は減少傾

向とされ、現状の漁獲圧が続いた場合の5年後の資源量は若干増加する（藤

原ほか 2019b）。 
・ズワイガニ日本海系群A海域（富山県以西）：1970～2017年の沖底データ

による資源密度指数から見た資源水準は中位、着底トロール調査から算出

した資源量から動向は増加とされ、現状の漁獲圧が続いた場合の5年後の資

源量は減少するとされる（上田ほか 2019）。 
・ソウハチ日本海系群：1970～2017年の沖底データから算定した資源密度

指数によれば資源の水準は中位、2013～2017年の資源量から動向は横ばい

と判断され、現状の漁獲圧が続いた場合の5年後の資源量は増加するとされ

る（吉川ほか 2019）。 
以上の通りハタハタ、ズワイガニ、ソウハチについては、資源状態に懸

念は見られないため4点とする。 
 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実

施できな

い 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が多く

含まれる 

混獲利用種の中に混獲に

よる資源への悪影響が懸

念される種が少数含まれ

る。CAやPSAにおいて悪

影響のリスクは総合的に

低いが、悪影響が懸念さ

れる種が少数含まれる 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が含ま

れない 

個別資源評価に基

づき、混獲利用種

の資源状態は良好

であり、混獲利用

種は不可逆的な悪

影響を受けていな

いと判断される 
 

2.2.2 混獲非利用種 
底びき網のさかな網での混獲の大部分はクモヒトデ類、なかでもキタクシノハクモ

ヒトデである（宮嶋 2013）。クモヒトデ類の混獲量についてはデータがないため、キ

タクシノハクモヒトデについて PSA評価を行った。その結果リスク区分は「低い」と

なり、悪影響が懸念される状況ではないため 4点とする。 
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表 2.2.2a 混獲非利用種の生産性に関する生物特性値 
種名 成熟開

始年齢 
最大

年齢 
抱卵数 最大

体長 
成熟

体長 
繁殖戦略 栄養段

階TL 
密度依

存性 
出典 

キタクシノハ

クモヒトデ 
3 25 55,000 10 

(mm) 
<10 
(mm) 

浮遊幼生

期を持つ 
2(懸濁
物食) 

  藤田 
(1988) 

 
表 2.2.2b 混獲非利用種の PSA評価

 
 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 
混獲非利用種の中に

資源状態が悪い種が

多数含まれる。PSA
において悪影響のリ

スクが総合的に高

く、悪影響が懸念さ

れる種が含まれる 

混獲非利用種の中に

資源状態が悪い種が

少数含まれる。PSA
において悪影響のリ

スクは総合的に低い

が、悪影響が懸念さ

れる種が少数含まれ

る 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種は含まれない。

PSAにおいて悪影

響のリスクは低

く、悪影響が懸念

される種は含まれ

ない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲種は

資源に悪影響を

及ぼさない持続

可能レベルにあ

ると判断できる 

 

2.2.3 希少種 
環境省（2019）によるレッドデータブック掲載種の中で、生息域が評価対象海域と

重複する動物に対し、PSA評価を行った結果を以下に示す。成熟年齢と栄養段階が高

いアカウミガメでリスクが中程度となったが、そのほかの希少種ではリスクは低いと

判断されたことから、全体的に沖合底びき網 1 そうびき（かけまわし）と小型底びき

が及ぼすリスクは低いと考えられる。よって 4点とする。 

評価対象生物 P（生産性，Productivity）スコア S（感受性，Susceptibiliity）スコア PSA評価結果

標準和名 科名 学名
脊椎動物or
無脊椎動物

成
熟
開
始
年
齢

最
高
年
齢

抱
卵
数

最
大
体
長

成
熟
体
長

繁
殖
戦
略

栄
養
段
階

密
度
依
存
性

P
ス
コ
ア
総
合
点

（
算
術
平
均
）

水
平
分
布
重
複

度

鉛
直
分
布
重
複

度

漁
具
の
選
択
性

遭
遇
後
死
亡
率

S
ス
コ
ア
総
合
点

（
幾
何
平
均
）

PSA
スコア

リスク区分

キタクシノハ
クモヒトデ

クモヒトデ
O phiura
sarsii

無脊椎動物 1 2 1 1 1 1 1 2 1.33 3 3 1 1 1.73 2.19 低い

2.19 低いPSAスコア全体平均
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2.3 生態系・環境 

2.3.1 食物網を通じた間接作用 
2.3.1.1 捕食者 
幼稚魚についてはマダラに捕食されることがあるが、成魚の捕食者は不明である

（藤原ほか 2019a）。このため、マダラを捕食者として CA評価を行い 4点とした。 

2.3.1.1 アカガレイ捕食者についての CA 評価 
評価対象漁業 沖合底びき網、小型底びき網 
評価対象海域 日本海西区 
評価対象魚種 アカガレイ 
評価項目番号 2.3.1.1 
評価項目 捕食者への影響 

評価対象要素 

資源量 4 
再生産能力  
年齢・サイズ組成  
分布域  
その他：  

評価根拠概要 アカガレイの捕食者であるマダラについて日本海西区においては資源状態が

懸念される状態ではないため4点とした。 

評価根拠 

マダラ日本海系群は石川県以北に分布し、日本海西部のマダラは韓国東岸か

ら能登半島にかけての沿岸域に分布する別集団と考えられる（佐久間ほか

2019）。1979～2017年の沖底データによる資源密度指数から判断すると、日

本海西部海域（島根県以東、福井県以西）におけるマダラの資源状態は中

位・横ばいとされる（佐久間ほか 2019）。参考までに農林水産統計（市町

村別結果からの積算集計）による日本海西区のマダラ漁獲量を図2.3.1.1に示
す。漁獲量は2002年以降増加傾向を示し、近年は概ね横ばいである。これら

のことから資源状態は懸念される状態ではないため、4点とする。 
 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実

施できな

い 

希少種の中に資源状態

が悪く、当該漁業によ

る悪影響が懸念される

種が含まれる。PSAや

CAにおいて悪影響の

リスクが総合的に高

く、悪影響が懸念され

る種が含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種が少

数含まれる。PSA
やCAにおいて悪影

響のリスクは総合

的に低いが、悪影

響が懸念される種

が少数含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種は含

まれない。PSAや

CAにおいて悪影響

のリスクは総合的

に低く、悪影響が

懸念される種は含

まれない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 
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 図．2.3.1.1 日本海西区マダラ漁獲量 
 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 
多数の捕食者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の捕食者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲に

よって捕食者が受

ける悪影響は検出

されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた捕食者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 
 

2.3.1.2 餌生物 
 アカガレイの餌生物としては、日本海西部の京都府沖では水深 350m 以浅ではオキ

アミ類（出現頻度 46％）、クモヒトデ類（24％）、ホタルイカ（20％）、キュウリエ

ソ（19％）、水深 350m 以深では、ドスイカ（77％）、クモヒトデ類（31％）である

（内野ほか 1995）。北部の新潟県沖では全般にクモヒトデ類が優占し、月によってオ

キアミ類が優占する。魚類、イカ類の重要度は高くない（森本ほか 2003）。ここでは

アカガレイの餌生物としてクモヒトデ類、オキアミ類、ホタルイカ、キュウリエソ、

ドスイカを餌生物として CA評価あるいは PSA評価を実施した。なおクモヒトデ類は

日本海の水深 200～500m の間で非常に高密度で生息するキタクシノハクモヒトデ（藤

田 1988）とみなした。オキアミ類としては新潟県沖の調査ではツノナシオキアミが最

重要とされた（森本ほか 2003）ためツノナシオキアミとみなした。 
 PSA評価によるキタクシノハクモヒトデ、ツノナシオキアミ、キュウリエソのリスク

は低く、CA評価によるホタルイカの資源状態への懸念は見られないことから、総合的

な評価は 4点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 
多数の餌生物に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって餌生物

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた餌生物への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 
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アカガレイ餌生物に対する PSA 評価 
表 2.3.1.2a 餌生物の生産性に関する生物特性値 

評価対象生物 成熟開

始年齢 
最大

年齢 抱卵数 
最大体

長 
(mm) 

成熟体

長 
(mm) 

繁殖戦

略 
栄養段

階TL 出典 

キタクシノハ

クモヒトデ 3年 25年 55,000 10 <10 
浮遊幼

生期を

持つ 

2 
(懸濁
物食) 

藤田 (1988) 

ツノナシオキ

アミ 1年 21ヶ
月 

(50〜150)
×20 23 11 浮性卵

放卵型 2 井口ほか (1993) 

キュウリエソ 1年 20ヶ
月 610 59 40 浮性卵

放卵型 2.5 由木(1982, 1984), 
Ikeda (1994) 

 
表 2.3.1.2b 餌生物の PSA 評価 

 
アカガレイ餌生物に対する CA評価結果 

評価対象漁業 沖合底びき網、小型底びき網 

評価対象海域 日本海西区 

評価対象魚種 アカガレイ 

評価項目番号 2.3.1.2 

評価項目 餌生物 

評価対象要素 

資源量（漁獲量） 4 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 ホタルイカは資源が懸念される状態とは考えられないため4点とする。 

評価根拠 

ホタルイカについては富山県の漁獲量が利用可能である（富山県 2020）。 
・ホタルイカ：2001～2017年の富山県の漁獲量を示す（図2.3.1.2）。年変動

が大きいが、定向的な変動は見られない。そのため4点とする。 

評価対象生物 P（生産性，Productivity）スコア S（感受性，Susceptibiliity）スコア PSA評価結果

標準和名
脊椎動物or
無脊椎動物

成
熟
開
始
年
齢

最
高
年
齢

抱
卵
数

最
大
体
長

成
熟
体
長

繁
殖
戦
略

栄
養
段
階

密
度
依
存
性

P
ス
コ
ア
総
合
点

（
算
術
平
均
）

水
平
分
布
重
複

度

鉛
直
分
布
重
複

度

漁
具
の
選
択
性

遭
遇
後
死
亡
率

S
ス
コ
ア
総
合
点

（
幾
何
平
均
）

PSA
スコア

リスク区分

キタクシノハ
クモヒトデ

無脊椎動物 1 2 1 1 1 1 1 2 1.33 3 3 1 1 1.73 2.19 低い

ツノナシオ
キアミ

無脊椎動物 1 1 2 1 1 1 1 2 1.33 3 1 1 1 1.32 1.87 低い

キュウリエソ脊椎動物 1 1 2 1 1 1 1 1.14 3 1 1 1 1.32 1.74 低い

1.93 低いPSAスコア全体平均
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2.3.1.3 競争者 
アカガレイの競争者は、マダラ、ハタハタとされる（日水研 私信）。マダラはアカ

ガレイ幼稚魚にとっては捕食者であったが（2.3.1.1）、より発育段階の進んだアカガレ

イにとっては競争者となる。マダラ、ハタハタを競争者として CA評価を行い 4点とし

た。 

アカガレイ競争者に対する CA 評価 
評価対象漁業 沖合底びき網、小型底びき網 
評価対象海域 日本海西区 
評価対象魚種 アカガレイ 
評価項目番号 2.3.1.3 
評価項目 競争者 

評価対象要素 

資源量 4 
再生産能力  
年齢・サイズ組成  
分布域  
その他：  

評価根拠概要 アカガレイ競争者であるマダラ、ハタハタともに資源状態は懸念される状態

ではないため4点とする。 

評価根拠 

日本海西部海域におけるマダラ、並びにハタハタ日本海西部系群の資源状況

は以下の通りである。 
・ハタハタ日本海西部系群：1972～2018年の沖底データによる資源密度指数

から資源水準は高位、2014～2018年の資源量から動向は減少傾向とされ、現

状の漁獲圧が続いた場合の5年後の資源量は若干増加する（藤原ほか

2019b）。 
・マダラ日本海西部：既述の如く日本海西部（島根県以東、福井県以西）の

マダラは韓国東岸から能登半島にかけての沿岸域に分布し、石川県以北に分

布する日本海系群とは別集団と考えられる（佐久間ほか 2019）。1979～

 
図2.3.1.2 富山県におけるホタルイカ漁獲量 
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2017年の沖底の資源密度指数から判断して日本海西部におけるマダラの資源

状態は中位・横ばいである（佐久間ほか 2019）。 
 
以上の如くアカガレイ競争者には資源状態が懸念される種が見られないため

4点とする。 
 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 
多数の競争者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の競争者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって競争者

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた競争者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 
 

2.3.2 生態系全体 
 2017 年の海面漁業生産統計によれば、評価対象海域の漁獲量で上位 10 種に入った

魚種の漁獲組成は図 2.3.2a の通りである。図 2.3.2b に示した評価対象海域における漁

獲物の栄養段階組成をみると、漁獲は栄養段階（TL）3.0-3.5 で多いことがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.3.2a 2017 年の海面漁業生産統計に

基づく日本海西区の漁獲物の種組成 
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図 2.3.2b 2017 年の海面漁業生産統計調査（暫定値）から求めた、日本周辺大海区別の漁獲物栄

養段階組成 

 

 2004～2017 年の海面漁業生産統計調査から計算した、各大海区の総漁獲量と MTLc
は下記の通りである。日本海西区では、総漁獲量および MTLc ともに安定して推移して

いることから、沖合底びき網 1 そうびき（かけまわし）や小型底びきが生態系全体に及

ぼす影響は小さいと推定されたことから、5点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 
対象漁業による影

響の強さが重篤で

ある、もしくは生

態系特性の定向的

変化や変化幅拡大

が起こっているこ

とが懸念される 

対象漁業による影

響の強さは重篤で

はないが、生態系

特性の変化や変化

幅拡大などが一部

起こっている懸念

がある 

SICAにより対象

漁業による影響の

強さは重篤ではな

く、生態系特性に

不可逆的な変化は

起こっていないと

判断できる 

生態系の時系列

情報に基づく評

価により、生態

系に不可逆的な

変化が起こって

いないと判断で

きる 
 



 
 

29 

 

図 2.3.2c．2004～2017 年の海面漁業生産統計調査から計算した、日本周辺海域の総漁獲量（青

色）と MTLc（オレンジ色）。 

 

2.3.3 種苗放流が生態系に与える影響 
 アカガレイは種苗放流対象種ではないため、本項目は評価しなかった。 

 

2.3.4 海底環境（着底漁具を用いる漁業） 
沖合底びき網 1 そうびき（かけまわし）および小型底びきは着底漁具であるが、日本

海西区では、着底漁具による撹乱に対する海底環境の応答を評価するための長期的な時

系列データ（多様度指数等）が利用可能でないため、SICA評価を行った。 

アカガレイ沖合底びき網 1そうびき、小型底びき網漁業に対する SICA 評価 
評価対象漁業 沖合底びき網1そうびき（かけまわし）、小型底びき網（かけまわし） 
評価対象海域 日本海西区 
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評価項目番号 2.3.4 
評価項目 海底環境 
空間規模スコア 2 
空間規模評価根拠

概要 
日本海西区の沖合底びき網1そうびき（かけまわし）の操業面積は、漁

業成績報告書で集計している10分メッシュの操業記録から、2007～2017
年までに操業実績のあるメッシュの合計面積とし、84,480 km2と推定さ

れた。この数値は小底を含めても大きな変更はないと考えられた。 
EEZ内を日本海西区の面積とすると、総面積は223,760 km2であり、かけ

まわしの操業面積は37.7%を占める。評価手順書に沿うと1そうびき（か

けまわし）の空間規模スコアは2となる。 
時間規模スコア 2 
時間規模評価根拠

概要 
日本海西区における1そうびき（かけまわし）漁業は、9月〜翌5月の9ヶ
月間である。実際には荒天などで操業日数は制限されるが年間の約40%
が操業日数であると考えると、時間規模スコアは2となる。 

影響強度スコア 2 
影響強度評価根拠

概要 
空間規模と時間規模のスコアはそれぞれ2点、漁法はかけまわしである

から強度スコアを算出すると、(2*2*2)^(1/3) = 2となる。 
水深スコア 3 
水深スコア評価 
根拠 

日本海西部海域におけるアカガレイの分布水深は150～900ｍ（藤原

2019a）、沖底の操業水深帯は200～500ｍ（③4））とされるためスコア

は3となる。 
地質スコア 1 
地質スコア評価根

拠 
日本海西部の大陸棚斜面域の底質はほぼ泥、または青色泥とみられる

（MIRC 2016）ことからスコアは1とした。 
地形スコア 1 
地形スコア評価根

拠 
底質はほぼ泥底と考えられることから地形は平坦と考えられるためスコ

アは1とした（MIRC 2016）。 
総合回復力 1.67 
総合回復力評価 
根拠 

上記3要素の算術平均（(3+1+1+1)/3）から総合回復力は1.67となった。 

SRスコア 1（低い(2.60)） 
SRスコア評価根拠 S（規模と強度）とR（回復力）のユークリッド距離を求めると

（SQRT(S^2＋R^2)）2.60となり、中程度との境界値2.64を下回るためス

コアは1（影響強度は低い）となった。 
Consequence 
（結果）スコア 
  
  

種構成 
 

機能群構成   
群集分布   
栄養段階組成 4 
サイズ組成   

Consequence 
評価根拠概要 

ここでは、1そうびき（かけまわし）のMTLcの経年変化をもとに栄養段

階組成に着目して、影響強度の結果を評価した。 
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図2.3.4 1そうびき(かけまわし)のMTLcの経年変化 
 
1そうびき（かけまわし）のMTLcの経年変化には定向的変化が認められ

なかったことから、結果スコアは4点とする 
総合評価 4   
総合評価根拠 
概要 

規模と強度(SI)の評価点は1.5と重篤ではなく、栄養段階組成から見た結

果(C)は4点であり、生態系特性に不可逆的な変化は起こっていないと考

えられる。 
以上の結果をまとめると以下のシートとなり、総合評価は 4点となった。 

海底環境 SICAシート 

 
1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 
当該漁業による海

底環境への影響の

インパクトが重篤

であり、漁場の広

い範囲で海底環境

の変化が懸念され

る 

当該漁業による海底

環境への影響のイン

パクトは重篤ではな

いと判断されるが、

漁場の一部で海底環

境の変化が懸念され

る 

SICAにより当該

漁業が海底環境

に及ぼすインパ

クトおよび海底

環境の変化が重

篤ではないと判

断できる 

時空間情報に基づ

く海底環境影響評

価により、対象漁

業は重篤な悪影響

を及ぼしていない

と判断できる 

 

2.3.5 水質環境 
 船舶から海洋への汚染物質流出や廃棄物の投棄については、海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律及びその施行令によって規制されている。これにより総トン数 100

空間

重複

度

時間

重複

度

漁法名

漁法

別影

響度

総合

強度
水深 地質 地形

総合

回復

力

分布

域

種組

成

機能

群組

成

サイ

ズ組

成

摂餌生

態,TL

組成

評価根拠概要
総合

点

面積

比率

加重

得点

陸棚 かけまわし 0 0 0

陸棚縁辺 2 2 かけまわし 2 2 3 1 1 1.67 2.6

低い

(< 2.6

4)

4

かけまわしのMTLcの経年変

化には定向的変化が認められ

なかったことから影響結果ス

コアは4点とする

4 1 4

大陸斜面 かけまわし 0 0

対象漁業 4対象海域

総合評価

ハビタッ

トタイプ

規模と強度 回復力 影響結果（いずれか一つについて評価）

SR総

合点

SRス

コア

総合評価かけまわし 日本海西部
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トン以上の船舶には油水分離機の設置義務(型式承認物件)があり、排出可能な水域(該当
漁船の操業海域とは合致しない)と濃度並びに排出方法が規制されている。食物くずを

距岸 12 海里以内で排出する場合は、すべての船に食物くず粉砕装置の設置が義務付け

られている。船上で廃棄物を焼却する場合には、すべての船に IMO 認定品の焼却炉の

設置が義務付けられている（廃棄物の海洋投棄は食物くず以外認められていないので、

焼却しない場合は廃棄物持ち帰りとなる）。焼却炉等の設備は、5 年に一回の定期検査

と 2～3 年に一回の中間検査における検査の対象であり、検査に合格しなければ船舶検

査証書の交付が受けられず、航行できない。底びき網漁船は、いずれも許可を受けて建

造され、建造後も 5 年ごとの定期検査と 2～3 年ごとの中間検査を受けて運航されてい

る。 
 対象漁業が操業する評価対象海域を管轄する海上保安部による環境関連法令違反の

検挙数は 62件（海上保安庁 2018）であったが、本評価対象となる底びき網の検挙例は

見当たらなかった。以上の結果から、対象漁業からの排出物は適切に管理されており、

水質環境への負荷は低いと判断されるため、5点と評価する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
取り組み状

況について

情報不足に

より評価で

きない 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出が水質

環境へ及ぼす悪

影響が懸念され

る 

一部物質に関

して対象漁業

からの排出が

水質環境へ及

ぼす悪影響が

懸念される 

対象漁業からの排

出物は適切に管理

されており、水質

環境への負荷は軽

微であると判断さ

れる 

対象漁業による水質環

境への負荷を低減する

取り組みが実施されて

おり、対象水域におけ

る濃度や蓄積量が低い

ことが確認されている 
 

2.3.6 大気環境 
長谷川(2010)によれば､我が国の漁業種類ごとの単位漁獲量あたり排出量 t-CO2/t）は

下記の通りである。 
小型底びき網旋びきその他 1.407 
沖合底びき網１そうびき 0.924 
船びき網 2.130 
中小型１そうまき巾着網 0.553 
大中型その他の１そうまき網 0.648 
大中型かつおまぐろ1そうまき網 1.632 
さんま棒うけ網 0.714 
沿岸まぐろはえ縄 4.835 
近海まぐろはえ縄 3.872 
遠洋まぐろはえ縄 8.744 
沿岸かつお一本釣り 1.448 
近海かつお一本釣り 1.541 
遠洋かつお一本釣り 1.686 
沿岸いか釣り 7.144 
近海いか釣り 2.373 
遠洋いか釣り 1.510 
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小型底びき網は 1.407、沖合底びき網１そうびきは 0.924 と我が国漁業の中では比較

的低い CO2排出量となっている。したがって、対象漁業からの排出ガスは適切に管理さ

れ、大気環境への負荷が低度であると判断されることから、4点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 
評価を実施

できない 
多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出ガスに

よる大気環境へ

の悪影響が懸念

される 

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出ガスによ

る大気環境への

悪影響が懸念さ

れる 

対象漁業からの排

出ガスは適切に管

理されており、大

気環境への負荷は

軽微であると判断

される 

対象漁業による大気環境

への負荷を軽減するため

の取り組みが実施されて

おり、大気環境に悪影響

が及んでいないことが確

認されている 
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3．漁業の管理 

概要 

管理施策の内容（3.1） 
 アカガレイを漁獲する沖合底びき網、小型底びき網漁業は大臣、知事許可漁業であ

る。TAE対象種であり、漁獲努力可能量（隻日）が適用されている（3.1.1 5点）。沖

合底びき網漁業には操業期間等、小型底びき網漁業には操業期間、網目等の制限等に

ついて規制がある。また、保護区、保護礁の設定、小型魚の再放流がなされている

（3.1.2 4点）。沖合底びき網漁業では沖底禁止ラインの陸側では操業は禁止され、ま

た網口開口板の使用は禁止されている。小型底びき網漁業には小底禁止ライン、漁具

の制限がある。分離漁獲型底曳網の導入がなされてきた（3.1.4.1 4点）。海底清掃、

海底耕耘を実施する県もある。生態系の保全・再生活動が活発に行われ、またこれら

や陸上の人間活動が対象資源の持続性に影響しないと考えた（3.1.4.2 5点）。 

 
執行の体制（3.2） 
 管理の執行については、国、県の行政、関係漁業者団体によって生息域をカバーする

管理体制が確立して機能している（3.2.1.1 5点）。沖合底びき網漁業は国、小型底びき

網漁業は県が主体に取締りを実施しており（3.2.1.2 5点）、法令違反に対する罰則規定

は有効である（3.2.1.3 5点）。アカガレイは TAE対象種であり、毎年 1度は更新される

海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画において資源の動向が記述され、減船、

休漁、保護区域の設定等の漁獲努力量削減措置による効果の阻害となる漁獲努力量の増

加を抑制させるため、資源管理指針により漁獲努力可能量が関係水域の沖合底びき網漁

業と小型底びき網漁業に設定され、TAC 等対象種に続いて、順応的管理の仕組みが相

当程度導入されてきている（3.2.2 4点）。 

 
共同管理の取り組み（3.3） 
 許可漁業で操業しており、すべての漁業者は特定でき（3.3.1.1 5点）、漁業者組織へ

所属している（3.3.1.2 5点）。沖合底びき網、小型底びき網漁業では漁業協同組合等の

単位で休業等を内容とする資源管理計画を実施し、関係漁業者団体は日本海西部あかが

れい・ずわいがに広域資源管理検討協議会に参画している（3.3.1.3 4点）。漁業協同組

合やその連合会は地域プロジェクト改革計画を主導し、ブランド化や直販店運営で販売

促進を行っている（3.3.1.4 5点）。自主的および公的管理への関係者の関与は高く評価

できる（3.3.2.1 4点、3.3.2.2 5点）。利害関係者の参画についても、遊漁者、公益代表

者等が県国レベルでの協議会、審議会へ関与している（3.3.2.3 5点）。管理施策の意思
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決定については、資源回復計画以来の広域漁業調整委員会を含めた特定の関係者で施策

決定等しており高く評価できる（3.3.2.4 3点）。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 アカガレイ日本海系群を対象とする主な漁業種類は沖合底びき網漁業と小型底びき

網漁業であり（藤原ほか 2019）、これらを評価対象とする。 

② 評価対象都道府県の特定 
 アカガレイ日本海系群の漁獲量は沖合底びき網漁業では福井県、兵庫県、鳥取県で、

小型底びき網漁業では石川県、福井県で多い。以上を漁業種類ごとの評価対象県として

特定する。以上の漁業、県で 2017 年にはアカガレイ日本海系群（青森県～島根県）漁

獲量の 78%を漁獲している。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 
 評価対象県の評価対象漁業について、以下の情報を集約する。1）許可および各種管

理施策の内容、2）監視体制や罰則、順応的管理の取り組み等の執行体制、3）関係者の

特定や組織化、意思決定への参画など、共同管理の取り組み、4）関係者による生態系

保全活動 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 
 沖合底びき網漁業は農林水産大臣許可漁業であり、公示に基づいて申請し、許可証の

発給を受けて操業する。小型底びき網漁業は大臣が隻数等を枠づけした各県の法定知事

許可漁業である。アカガレイは TAC ではなく TAE対象種であり、アウトプット・コン

トロールはなされておらず、漁獲努力可能量（隻日、インプット・コントロール）が沖

合底びき網漁業と小型底びき網漁業（うち手繰第 1 種漁業）に適用されている（農林水

産省 2019a）。資源水準は中位、その動向は横ばいである（藤原ほか 2019）。したがっ

て、沖合底びき網漁業等各漁業にはインプット・コントロールが導入されており、漁獲

圧を有効に制御できていると評価し、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロール

とアウトプット・コントロ

ールのどちらも施策に含ま

れておらず、漁獲圧が目標

を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしくは

アウトプット・コ

ントロールが導入

されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 
 沖合底びき網漁業には操業期間等(農林水産省 2017a)、小型底びき網漁業には操業期

間、水深帯による操業期間、網目等の制限等について規制がある(農林水産省 2002)。
また、保護区、保護礁の設定(水産庁 2019a)、小型魚の再放流(水産庁 2019b)がなされ

ている。テクニカル・コントロールが相当程度導入されていると評価し、4点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コント

ロールの施策が全く

導入されていない 

. テクニカル・コントロ

ールの施策が一部導入

されている 

. テクニカル・コント

ロール施策が十分に

導入されている 

 

3.1.3 種苗放流効果を高める措置 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高める措

置は取られていない 

. 放流効果を高める措置

が一部に取られている 

. 放流効果を高める措置

が十分に取られている 
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3.1.4 生態系の保全施策 
3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 
 沖合底びき網漁業では沖底禁止ラインの陸側では操業は禁止され、また網口開口板の

使用は禁止されている（農林水産省 2017b）。小型底びき網漁業には小底禁止ライン、

漁具の制限がある（農林水産省 2002）。分離漁獲型底びき網の導入がなされてきた（水

産庁 2012）。相当程度の施策が導入されていると評価し、4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入され

ておらず、環境や生

態系への影響が発生

している 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程度、

施策が導入

されている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 
 福井県の沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業で海底清掃、海底耕耘が実施されてい

る（水産庁 2019a）。新潟県では漁民の森づくり活動（新潟県漁業協同組合連合会 2020）、
石川県では海浜清掃活動、漁民の森づくり活動、天然石けん普及活動（石川県漁業協同

組合 2020a）が実施されている。福井県漁業協同組合連合会では海岸や漁港の清掃活動

に取り組んでいる（JF全国漁青連 2020）。兵庫県では漁業者の森づくり活動（兵庫県

漁業協同組合連合会 2020）が実施されている。鳥取県では鳥取県漁業協同組合を含む

団体で漁網の回収を含む藻場保全活動が行われている（JF 全漁連 2020）。生態系の保

全・再生活動が活発に行われており、漁業活動や陸上の人間活動が直接対象生態系の持

続性に影響しないと考え、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全

活動が一部行

われている 

. 対象となる生態系が漁業活動の影響を受

けていないと考えられるか、生態系の保

全・再生活動が活発に行われている 

 

3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 
3.2.1.1 管轄範囲 
 日本海におけるアカガレイは、隠岐東方、若狭湾および加賀沖を主分布域とし、本州

沿岸全域に分布する。鉛直的には、本系群は日本海固有水の影響を受ける水深帯

(150~900m)に分布し､成長段階ごとに分布水深が異なる(藤原ほか 2019)。この海域の沖

合底びき網漁業は水産庁管理調整課、境港漁業調整事務所が管轄している。小型底びき

網漁業は水産庁管理調整課の指導監督のもとで各県が管轄している。漁業者団体として
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は沖合底びき網漁業は県段階では石川県底曳網漁業組合、福井県底曳網漁業協会、兵庫

県機船底曳網漁業協会、鳥取県沖合底曳網漁業協会に所属し、それらは全国底曳網漁業

連合会に結集している(全国底曳網漁業連合会 2019)。小型底びき網漁業は地域の沿海

漁業協同組合に所属し、それを通じ県漁業協同組合連合会、全国漁業協同組合連合会に

組織されている。生息域をカバーする管理体制が確立して機能している。以上より 5点
を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息域が

カバーされていない 

. 機能は不十分である

が、生息域をカバー

する管理体制がある 

. 生息域をカバーす

る管理体制が確立

し機能している 

 

3.2.1.2 監視体制 
 沖合底びき網漁業については主に水産庁漁業取締本部と同境港支部が実施している。

海上保安庁も協力体制にある。指定漁業では一斉更新後の許可期間中に、原則として全

許可船舶への衛星船位測定送信機（VMS）の設置と常時作動を義務付けることとする､

とされた(水産庁 2017)。漁獲成績報告書の提出率は 100%である。小型底びき網漁業は

基本的には県の取締当局で実施している。十分な監視体制が有効に機能しており、5点
を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺

など、部分的な監

視に限られている 

. 完璧とは言いがた

いが、相当程度の

監視体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 
 漁業法関連法、省令に違反した場合、免許、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいは

その併科となる。罰則規定としては有効と考えられる。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 

. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 
 アカガレイは TAE対象種であり、毎年 1度は更新される海洋生物資源の保存及び管

理に関する基本計画において資源の動向が記述され、減船、休漁、保護区域の設定など

の漁獲努力量削減措置による効果の阻害となる漁獲努力量の増加を抑制させるため、資

源管理指針により漁獲努力可能量が関係水域の沖合底びき網漁業と小型底びき網漁業

に設定されている(農林水産省 2019a)。国の定める資源管理指針においても沖合底びき



 
 

40 

網漁業の主な対象種を回復、維持または増大させるために必要とされる自主的措置が示

されている（水産庁 2019b）。複数府県をまたがる海域を回遊する魚種として広域漁業

調整委員会で資源管理に取り組んでいる（水産庁 2019a, c）。石川県、福井県の資源管

理指針においても資源を維持、安定的な漁獲を目指すという管理目標と施策が記されて

いる（石川県 2014, 福井県 2018）。TAC 等対象種に続いて順応的管理の仕組みが部分

的、それ以上に導入されてきていると評価でき、4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を

漁業管理の内容に反

映する仕組みがない 

. 順応的管理の仕

組みが部分的に

導入されている 

. 順応的管理が十

分に導入されて

いる 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 
3.3.1.1 資源利用者の特定 
 沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業は許可証に基づいて操業しているため、漁業者

を特定できる。全ての漁業者は特定できるため、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 
 沖合底びき網漁業者は福井県底曳網漁業協会、兵庫県機船底曳網漁業協会、鳥取県沖

合底曳網漁業協会に加入し、その上部組織は全国底曳網漁業連合会（全国底曳網漁業連

合会 2019）、またそれを通じて大日本水産会である。実質沖合底びき網漁業者は地域

の沿海漁業協同組合にも所属する。小型底びき網漁業者は地域の沿海漁業協同組合ある

いは漁協支所に所属し、福井県漁業協同組合連合会、石川県漁業協同組合に参集してい

る。上部組織は全国漁業協同組合連合会である。すべての漁業者は漁業者団体に所属し

ており、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 
 国の資源管理指針ではアカガレイに関連する沖合底びき網漁業に関し自主的措置と

して福井県地先では日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画で取り組んでき

た海底清掃・海底耕耘の措置、兵庫県地先では保護区の設定等の措置、鳥取県地先では
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保護区の設定等の措置に取り組む必要があるとされた(水産庁 2019b)。そのもとで全国

底曳網漁業連合会が資源管理計画を自主的に策定して実施している(水産庁 2019d)。石
川県、福井県の資源管理指針では日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画を

はじめとする自主的資源管理措置に引き続き取り組む必要があるとされ、小型底びき網

漁業では漁業調整規則、許可内容等の遵守のほか自主的措置として休漁が必要とされて

いる（石川県 2014, 福井県 2018）。これらのもとで石川県、福井県の小型底びき網漁

業者は資源管理計画で休漁等を実施している（水産庁 2019d）。また資源回復計画終了

後から継続する日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議会には全国底

曳網漁業連合会や県漁業者団体が参画し、広域資源の資源管理の推進に取り組んでいる

（水産庁 2012, 水産庁 2019a）。以上により、各漁業で漁業者組織の漁業管理活動は一

定程度、もしくはそれ以上の影響力を有していると評価し、4点を配分する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 
 福井県の沖合底びき網漁業では福井県漁業協同組合連合会（2013）が船上作業の効率

化と漁獲物の高付加価値化、収益性の向上を主導した。兵庫県の沖合底びき網漁業では

兵庫県漁業協同組合連合会（2019）が資源管理・労働環境改善型漁船の計画的・効率的

導入を主導している。鳥取県の沖合底びき網漁業では鳥取県漁業協同組合網代港支所

（2016）が収益改善の実証事業を主導している。兵庫県では兵庫のアカガレイを水産関

係団体、水産庁で企画されたプライドフィッシュとして登録し(全国漁業協同組合連合

会 2019)、アカガレイのブランド化を含めて販売促進を行っている。石川県漁業協同組

合では漁業者等が販売する金沢港いきいき魚市で(石川県漁業協同組合 2020b)、福井県

漁業協同組合連合会では通販サイト荒海倶楽部で（福井県漁業協同組合連合会荒海倶楽

部 2020）、兵庫県では但馬漁業協同組合(但馬漁業協同組合 2020)や浜坂町漁業協同組

合直売所(浜坂漁業協同組合 2020)で、また賀露港海鮮市場の鳥取県漁業協同組合直営

店でもアカガレイが取り扱われている(JF 鳥取県漁協 2020)。このように、経営改善や

流通販売に関する活動は各県の漁業者組織で全面的に実施されており、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 
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3.3.2 関係者の関与 
3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 
 沖合底びき網漁業者にあっては各県底曳網漁業組合の、またその代表者は全国底曳網

漁業連合会の会合に出席している（全国底曳網漁業連合会 2020）。小型底びき網漁業

者は沿海漁業協同組合の部会に出席し、理事会、総会へも出席する。県段階の漁業協同

組合連合会の会合への出席もある。また、日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源

管理検討協議会等にも出席する。具体的資料は乏しいが、年間 12 回以上の会議への出

席があると考えられ、4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 
 石川海区漁業調整委員会、福井海区漁業調整委員会には小型底びき網漁業を擁する漁

業協同組合の役員が参画している。日本海・九州西広域漁業調整委員会には石川、福井

海区漁業調整委員から県互選委員が参画している（水産庁 2019e）。水産政策審議会資

源管理分科会には沖合底びき網漁業の県段階の団体である鳥取県沖合底曳網漁業協会

の役員や、小型底びき網漁業を擁する沿海漁業協同組合あるいは県同連合会の上部団体

である全国漁業協同組合連合会の役員が参画している（水産庁 2019f）。適切に参画し

ていると評価し、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 
 少ないながら遊漁がある。各県に漁業、遊漁、海洋性レクリエーションの利用調整等

を協議する海面利用協議会が設置されている（例えば 福井県 1996）。必要において委

員会指示を発令する海区漁業調整委員会には公益代表委員も選任され（農林水産省 
2019b）、発令される委員会指示は遊漁者にも適用される（例えば 福井県 2019）。水

産資源の適切な保存及び管理に関する施策に係る調査審議等を行う国レベルの水産政

策審議会資源管理分科会には、水産、海事関係の労働組合や水産物持続的利用のコンサ

ルタント、遊漁団体等から特別委員が参画している（水産庁 2019f）。ほぼすべての利

害関係者が効果的に関与していると評価し、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害関係

者は存在するが、実質

上関与していない 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係者が存在

しないか、ほぼすべての主要な

利害関係者が効果的に関与 
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3.3.2.4 管理施策の意思決定 
 2011 年度まで実施されていた日本海あかがれい（ずわいがに）資源回復計画におい

て、国及び関係県は、資源回復措置の実施状況を毎年把握するとともに連携してアカガ

レイ日本海系群について調査・評価体制を構築し、資源状況の把握に努め、資源回復措

置を評価するとともに、必要に応じて資源回復措置の見直しを行う、とされた。その進

行管理に必要な組織体制を水産庁・県の行政、試験研究機関等、漁業者、広域漁業調整

委員会で構築していた(水産庁 2002)｡計画終了後､日本海西部あかがれい･ずわいがに

広域資源管理検討協議会が上記関係者により設立され､広域資源管理の取組状況等の報

告が広域漁業調整委員会になされている(水産庁 2012, 2019a)。以上により、特定関係者

による意思決定機構は存在し、施策の決定と目標の見直しがなされていると評価する。

アカガレイを対象とする沖合底びき網、小型底びき網漁業についても資源管理計画が実

施されている（水産庁 2019d）。ただし、資源管理計画の PDCA サイクルの CA 部分に、

計画を策定・実行する漁業者等が参画しておらず（水産庁 2018）、協議は十分に行わ

れていないと危惧される。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

意思決定機構が

存在せず、施策

に関する協議も

なされていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在し、施策の

決定と目標の見

直しがなされて

いる 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

が存在し、施策

の決定と目標の

見直しが十分に

なされている 

 

3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 
 本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

コストに関する透明性

は低く、受益者の公平

な負担に関する検討は

行われていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する

透明性が高く、

受益者が公平に

負担している 
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4．地域の持続性 

概要 

漁業生産の状況（4.1） 
 日本海系群のアカガレイは、沖合底びき網（福井県、兵庫県、鳥取県）、小型底びき

網（石川県、福井県）で大部分が獲られている。漁業収入は中程度で推移していた（4.1.1.1 
3点）。収益率と漁業関係資産のトレンドについては、全国平均値のデータを用いた結

果、4.1.1.2 は 4点とやや高く、4.1.1.3 は 2点と低かった。経営の安定性については、収

入の安定性、漁獲量の安定性ともに 4点とやや高かった。漁業者組織の財政状況は未公

表の組織も含まれたため 2点であった。操業の安全性は 5点と高かった。地域雇用への

貢献は高いと判断された（4.1.3.2 5 点）。労働条件の公平性については、漁業で特段

の問題はなかった（4.1.3.3 3点）。 

 
加工・流通の状況（4.2） 
 買受人は各市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引

による競争原理は概ね働いている（4.2.1.1 5 点）。取引の公平性は確保されている

（4.2.1.2 5点）。関税は基本が 5%であるが、EPA を結んだ国で無税あるいは低減する

等の優遇措置を設けている（4.2.1.3 3 点）。卸売市場整備計画により衛生管理が徹底

されている（4.2.2.1 5点）。仕向けは高級消費用あるいは中級消費用である（4.2.2.2 4
点）。就労状況にはやや問題があった（4.2.3.1 2点、4.2.3.2 2点、4.2.3.3 3点）。

以上より、本地域の加工・流通業の持続性は概ね高いと評価できる。 

 
地域の状況（4.3） 
 先進技術導入と普及指導活動は活発に行われており（4.3.1.2 5 点）、物流システム

は整っていた（4.3.1.3 は 5点）。地域の住みやすさは全体平均で 4点であった（4.3.2.1）。
水産業関係者の所得水準はやや高い（4.3.2.2 4 点）。漁具漁法及び加工流通技術にお

ける地域文化は継続している（4.3.3.1及び 4.3.3.2 5点）。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 
 沖合底びき網（福井、兵庫、鳥取）、小型底びき網（石川、福井） 

② 評価対象都道府県の特定 
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 石川、福井、兵庫、鳥取 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 
 評価対象都道府県における水産業並びに関連産業について、以下の情報や、その他

後述する必要な情報を集約する。 
1） 漁業種類、制限等に関する基礎情報 
2） 過去 10 年分の年別水揚げ量、水揚げ額 
3） 漁業関係資産 
4） 資本収益率 
5） 水産業関係者の地域平均と比較した年収 
6） 「住みよさランキング」（東洋経済新報社 2019）による各県沿海市の住みよさ偏

差値 
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4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 
4.1.1.1 漁業収入のトレンド 
 漁業収入の傾向として、4.1.2.1 で算出したアカガレイ日本海系群の漁獲金額データを

利用した。過去 10 年のうち上位 3 年間の各県評価対象漁業による漁獲金額の平均と参

照期間のうち直近年（2015 年）の漁獲金額の比率を算出したところ、福井県（沖合底び

き網）: 0.77、福井県（小型底びき網）: 0.77、石川県（小型底びき網）: 0.81、鳥取県（沖

合底びき網）: 0.84、兵庫県（沖合底びき網）: 0.84 となった。配点基準にしたがって各

県の点数（福井県 3点、石川県 3点、鳥取県 3点、兵庫県 3点）を算出し、各県の漁

獲金額の比で加重平均をとった 3点を、全体の点数として配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 
 漁業経営調査報告（農林水産省 2009～2018）には、漁業種類別かつ都道府県別のデー

タはないため、漁業種類別のデータを用いて分析を実施する。兵庫県と鳥取県の沖合底

びき網漁業では主に 50～100 トンクラスの漁船を使用しており、福井県では 20 トン未

満のクラスと 50～100 トン未満のクラスを使用している。沖合底びき網 50～100 トンク

ラスについては、漁業経営調査のうち会社経営体統計と個人経営体統計の主とする漁業

種類別統計の沖合底びき網 50～100 トンのカテゴリのデータを使用する。会社経営体で

は同カテゴリの平成 29 年までの直近 5 年間のうち 4 年間の漁労利益はマイナスであり、

収益のトレンドは 0.1未満なので 1点で、一方、個人経営体では 5点であり両者の平均

3点を配点する。福井県の 20 トン未満の沖底は、後述する 10～20 トンクラスの小底の

データを用いて 5点となるので、福井県の沖底平均では 4点となる。福井県の小型底び

き網漁業では主に 5～10、10～20 トンクラスの漁船を、石川県の小型底びき網漁業では

主に 3～5、5～10、10～20 トンクラスの漁船を使用しており、漁業経営調査のうち個人

経営体統計の主とする漁業種類別統計の小型底びき網各トン数階層のカテゴリのデー

タを使用する。同カテゴリの平成 29 年までの直近 5 年間の収益のトレンドはそれぞれ

1.38、0.97、0.98 なので 5点を配点する。県別の漁業種別漁獲量から加重平均して各県

ごとの評点を求めた後、各県の県別漁獲量で加重平均し、総合得点は 4点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.1未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4以上 
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4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 
 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別

のデータを用いて分析する。兵庫県と鳥取県の沖合底びき網漁業では 50～100 トンクラ

スの漁船を使用しており、福井県では 20 トン未満のクラスと 50～100 トン未満のクラ

スを使用している。50～100 トンクラスは、漁業経営調査のうち会社経営体統計及び個

人経営体統計の主とする漁業種類別統計の沖合底びき網 50～100 トンのカテゴリのデ

ータを使用する。直近の漁業投下固定資本額の平成 29 年までの過去 10 年の上位 3 年

（平成 21～23 年）の額に対する割合を基準として、現在の漁業投下固定資本額を評価

すると、会社経営体では 31%(1点)、個人経営体では 64%(2点)になる。したがって平均

2点を配点する。福井県の 20 トン未満の沖底は後述する 10～20 トンクラスの小底のデ

ータを用い 1点とするため、福井県の沖底平均では 2点となる。福井県の小型底びき網

漁業では主に 5～10、10～20 トンクラスの漁船を、石川県の小型底びき網漁業では主に

3～5、5～10、10～20 トンクラスの漁船を使用しており、漁業経営調査のうち個人経営

体統計の主とする漁業種類別統計の各階層のカテゴリのデータを使用する。直近の漁業

投下固定資本額の平成 29 年までの過去 10 年の上位 3 年の額に対する割合を基準とし

て、現在の漁業投下固定資本額を評価すると、44%､34%､37%になることから、1点を配

点する。各県別の漁業種別漁獲量で加重平均して県別の配点を求めた後、各県別漁獲量

で加重平均し、2点を総合配点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.2 経営の安定性 
4.1.2.1 収入の安定性 
 漁業種類ごとの漁獲金額が公表されておらず、また農林水産省の漁業・養殖業生産統

計および漁業産出額ではアカガレイの魚種別データが存在しないため、4.1.2.2 で用いた

県別漁業種類別漁獲量データを漁獲金額データの代わりに用いて、最近 10 年間

（2006~2015 年）の各漁業におけるアカガレイの漁獲金額の安定性を評価した。各漁業

における 10 年間の平均漁獲金額とその標準偏差の比率を求めると、福井県（沖合底び

き網）: 約 0.16、福井県（小型底びき網）:約 0.16、石川県（小型底びき網）: 約 0.08、
鳥取県（沖合底びき網）: 約 0.17、兵庫県（沖合底びき網）: 約 0.10 となった。配点基

準にしたがって各県の点数（福井県 4点、石川県 5点、鳥取県 4点、兵庫県 5点）を

算出し、各県の漁獲金額の比で加重平均をとった 4点を、全体の点数として配する。 
 本評価項目においては、評価期間において単価が変わらないことを仮定しているが、

例えば兵庫県但馬漁協および浜坂漁協の水揚げデータを参照すると、平均単価は、2006
年には670円、2013年には597円と推移しておりやや下落している（農林水産省 2015a）。
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アカガレイの単価は銘柄や産地によって異なることから一概の評価は難しいものの、よ

り詳細が入手できる場合には、中長期的な傾向を反映させていく必要がある。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.2 漁獲量の安定性 
 農林水産省の漁業・養殖業生産統計では、アカガレイは「カレイ類」に括られて分類

されていることから、評価手順書通りの評価ができない。したがって、「平成 30（2018）
年度アカガレイ日本海系群の資源評価（藤原ほか 2019）」より日本海各府県における

アカガレイの漁獲量（表 2）を代用した。さらに、アカガレイ日本海系群の県別漁業種

類別漁獲量（2017 年; 藤原ほか 2019）を参照し、漁業種類別漁獲割合を算出した。上

記の県別データと漁業種類別漁獲割合を乗じることで、最近 10 年間（2006~2015 年）

の関係県の各漁業のアカガレイ漁獲量の安定性を評価した。10 年間の平均年間漁獲量

とその標準偏差の比率を求めると、福井県（沖合底びき網）: 0.16、福井県（小型底びき

網）: 0.16、石川県（小型底びき網）: 0.08、鳥取県（沖合底びき網）: 0.17、兵庫県（沖

合底びき網）: 0.10 となった。配点基準にしたがって各県の点数（福井県: 4点、石川県: 
5点、鳥取県: 4点、兵庫県: 5点）を算出し、各県の漁獲量の比で加重平均をとった 4点
を、全体の点数として配する。 
 ただし、今回便宜的に算出した漁獲量データは、2017 年の漁業種類別漁獲割合をほ

かの評価年にも当てはめて算出されたものであるため、注意が必要である。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 
 当該地域の沖合底びき網漁業の経営体は、福井県底曳網漁業協会、兵庫県機船底曳網

漁業協会、鳥取県沖合底曳網漁業協会、そしてこれらの上部団体である一般社団法人全

国底曳網漁業連合会に主に所属している（全国底曳網漁業連合会 2019）。しかし、こ

れらの団体は個別の財政状況についての報告書を公開していない。小型底びき網漁業の

経営体は、主に沿海漁協に所属しており、石川県と福井県の沿海漁協の経常利益（都道

府県単位）は黒字であった（農林水産省 2019）。この結果から、福井県、兵庫県、鳥取

県の沖合底びき網漁業は各々1 点、石川県と福井県の小型底びき網漁業は各々5 点とな

り、都道府県別漁業種類別漁獲量で加重平均すると、総合点は 2点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

経常収支は赤字となっているか、または

情報は得られないため判断ができない 

. 経常収支はほぼ

均衡している 

. 経常利益が黒字

になっている 
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4.1.3 就労状況 
4.1.3.1 操業の安全性 
 平成 30 年の水産業における労働災害および船舶事故による死亡者数のうち、評価対

象漁業における事故であることが特定されたか、もしくは、評価対象漁業である可能性

を否定できない死亡者数は、石川県 0人、福井県 0人、兵庫県 1人、鳥取県 0人であっ

た（厚生労働省石川労働局 2019, 厚生労働省福井労働局 2019, 厚生労働省兵庫労働局 
2019, 厚生労働省鳥取労働局 2019, 運輸安全委員会 2019）。海面漁業従事者数は、利

用可能な最新のデータ（平成 25 年）では、石川県 3,296 人、福井県 1,735 人、兵庫県

5,334人、鳥取県 1,320人であった（農林水産省 2015b）。したがって、1,000人当たり

年間死亡者数は、石川県 0人、福井県 0人、兵庫県 0.1875人、鳥取県 0人となる。評

価対象の点数は、石川県 5 点、福井県 5 点、兵庫県 5 点、鳥取県 5 点となる。以上よ

り、漁獲量で重みづけした平均点 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人漁期当

たりの死亡事故

1.0人を超える 

0.75-1.0人 0.5-0.75人 0.25-0.5人 1,000人漁期当

たりの死亡事故

0.25人未満 

 

4.1.3.2 地域雇用への貢献 
 水産業協同組合は当該漁業の所在地に住所を構えなければならないことを法的に定

義づけられており（水産業協同組合法第 1章第 5条）、またその組合員も当該地域に居

住する必要がある（同法第 2章第 18条）。そして漁業生産組合で構成される連合会も

当該地区内に住居を構える必要がある（同法第 4章第 88条）。法務省ほか(2017)によれ

ば、技能実習制度を活用した外国人労働者についても、船上において漁業を行う場合、

その人数は実習生を除く乗組員の人数を超えてはならないと定められている。評価対象

漁業についても上記を満たしているものと判断し、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 
 労働基準関係法令違反により 2019 年 6 月 25 日現在で公表されている送検事案の件

数は、石川県において 9件、福井県において 0件、兵庫県において 16件、鳥取県にお

いて 3件であったが、すべて他産業であった(セルフキャリアデザイン協会 2019)。他産

業では賃金の不払いや最低賃金以上の賃金を払っていなかった事例や外国人技能実習

生に対する違法な時間外労働を行わせた事例等があったものの、アカガレイ漁業におけ

る労働条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公平

である 

 

4.2 加工・流通の状況 

4.2.1 市場の価格形成 
 ここでは各水揚げ港（産地市場）での価格形成の状況を評価する。 

4.2.1.1 買受人の数 
 石川県には 12 か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が 1
市場、100～500 トン未満の市場が 2市場あり、全体の約半数が年間取扱量 5,000 トン未

満の市場となっている。市場買受人数に着目すると、50人以上登録されている市場が 6
市場、20～50人未満の登録が 2市場、10～20人未満の登録が 1市場ある。買受人は各

市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原

理は概ね働いている（2013 年漁業センサス, 農林水産省 2015b）。 
 福井県に 7 か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100～500 トン未満の市場が

1市場、500～1,000 トン未満の市場が 2市場ある。買受人数に着目すると、50人以上登

録されている市場が 3 市場、20～50 人未満の登録が 2 市場、10～20 人未満の登録が 1
市場ある。一方 5 人未満の小規模市場が 1 市場ある。買受人 5 人未満の小規模市場で

は、漁獲物の特性によって買受人がセリ・入札に参加しない可能性があり、セリ取引、

入札取引による競争原理が働かない場合も生じる（2013 年漁業センサス, 農林水産省 
2015b）。 
 兵庫県には瀬戸内海側と日本海側に合計 46 か所の魚市場がある。このうち年間取扱

量が 100 トン未満の市場が 3市場、100～500 トン未満の市場が 17市場、500～1,000 ト

ン未満の市場が 6市場ある。買受人数に着目すると、50人以上登録されている市場が 4
市場、20～50人未満の登録が 18市場、10～20人未満の登録が 18市場ある。一方 5人
未満の小規模市場が 4 市場、10 人未満の市場が 2 市場ある。小規模市場では、漁獲物

の特性によって買受人がセリ・入札に参加しない可能性があり、セリ取引、入札取引に

よる競争原理が働かない場合も生じる（2013 年漁業センサス, 農林水産省 2015b）。 
 鳥取県には 8 か所に魚市場がある。このうち年間取扱量が 100～500 トン未満の市場

が 2市場、1,000～3,000 トン未満の市場が 4市場ある。市場買受人数に着目すると、50
人以上登録されている市場が 3市場、20～50人未満の登録が 2市場、10～20人未満の

登録が 3市場ある（2013 年漁業センサス, 農林水産省 2015b）。 
 石川県・鳥取県では、産地市場に多くの買受人が登録されている。このことから市場

の競争の原理は働いており、公正な価格形成が行われている。一方、福井県・兵庫県に
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は小規模市場があり、水揚げ量が少なく、自ずと買受人も少ない。このような小規模市

場では漁獲物の特性によって仲買人がセリ・入札に参加しない可能性があり、セリ取引、

入札取引による競争原理が働かない場合も生じる。石川県 5点・鳥取県 5点・福井県 4.5
点・兵庫県 4.5点により、各県漁獲量による加重平均は 4.8 となり、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 少数の買受人が

存在する 

. 多数の買受人が

存在する 

 

4.2.1.2 市場情報の入手可能性 
 各県が作成している卸売市場整備計画では、施設の整備、安全性確保、人の確保等と

並んで、取引の公平性・競争性の確保が記載されている（石川 2006、福井 2017、兵庫 
2016、鳥取 2002）。水揚げ情報、入荷情報、セリ・入札の開始時間、売り場情報につい

ては公の場に掲示されるとともに、買受人の事務所に電話・ファックス等を使って連絡

されるなど、市場情報は買受人に公平に伝達されている。これによりセリ取引、入札取

引において競争の原理が働き、公正な価格形成が行われているため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 信頼できる価格と量の情報

が、次の市場が開く前に明ら

かになり利用できる 

. 正確な価格と量

の情報を随時利

用できる 

 

4.2.1.3 貿易の機会 
 2019 年 4 月 1 日時点でのカレイ類の実効輸入関税率は基本 5%であるが、WTO 協定

を締結しているものに対しては 3.5%となっており、経済連携協定を結んでいる場合は

無税もしくは 0.6～2.2%の関税率となっている（日本税関 2019）。以上より 3点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

貿易の機会を与

えられていない 

. 何らかの規制により公正

な競争になっていない 

. 実質、世界的な競争市場に規

制なく参入することが出来る 

 

4.2.2 付加価値の創出 
 加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評価する。 

4.2.2.1 衛生管理 
 石川県では、「第 8次石川県卸売市場整備計画」に則り、県内の産地卸売市場及び小

規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(石川県 2006)。
金沢市では、「金沢市食品衛生自主管理認証制度要綱」を制定し、衛生管理の徹底を図
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っている（金沢市 2007）。 
 福井県では、「第 10 次福井県卸売市場整備計画」に則り、県内の産地卸売市場及び

小規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(福井県 
2017)。また、「福井県食品衛生自主管理プログラム認証制度」を制定し、衛生管理の徹

底を図っている(福井県 2012)。 
 兵庫県では、「兵庫県卸売市場整備計画（第 11 次）」に則り、県内の産地卸売市場

及び小規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(兵庫県

2016)。また、「兵庫県食品衛生管理プログラム」を制定し、衛生管理の徹底を図ってい

る(兵庫県 2002)。 
 鳥取県では、「鳥取県卸売市場整備計画（第 7次）」に則り、県内の産地卸売市場及

び小規模市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(鳥取県 
2002)。また、「鳥取県 HACCP適合施設認定制度」を制定し、衛生管理の徹底を図って

いる(鳥取県 2019)。 
 各県とも、5 年に一度改定される卸売市場整備計画に則り、産地卸売市場及び小規模

市場は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている。また、各県とも、

食品の安全性を確保するための自主的管理認証（認定）制度を制定しており、県・市町

村の衛生基準の徹底とあわせて衛生管理が徹底されている。なお、平成 30 年 6 月 13 日

に食品衛生法等の一部が改正され、すべての食品等事業者を対象に HACCP に沿った衛

生管理に取り組むこととなったため、自主的管理認証（認定）制度についての取り扱い

が変更される場合もあると思われる。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

衛生管理が不十分で問題

を頻繁に起こしている 

. 日本の衛生管理基

準を満たしている 

. 高度な衛生管理

を行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 
 「新鮮なものは刺身が美味。塩焼き、煮付け、薄塩の干物のほか、卵を塩漬けや煮付

けにしてもおいしい。」（北海道オホーツク総合振興局 2019）。刺身としても食され

ている食材であり、また塩干品としても流通していることから、高級消費用または中級

消費用と推察されることから、配点を 4点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

魚粉/動物用餌/餌料 . 中級消費用（冷

凍、大衆加工品） 

. 高級消費用（活魚、鮮魚、

高級加工品） 
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4.2.3 就労状況 
4.2.3.1 労働の安全性 
 平成 30 年の水産食料品製造業における労働災害による死傷者数は、石川県 2人、福

井県 8人、兵庫県 20人、鳥取県 17人であった（厚生労働省 2019）。水産関連の食料

品製造業従事者数は、利用可能な最新のデータ（平成 30 年）では、石川県 1,439人、福

井県 813人、兵庫県 5,938人、鳥取県 1,964人であった（経済産業省 2019）。したがっ

て、1,000人当たり年間死傷者数は、石川県 1.39人、福井県 9.84人、兵庫県 3.37人、鳥

取県 8.66人となる。評価対象の点数は、石川県 5点、福井県 1点、兵庫県 4点、鳥取

県 1点となる。漁獲量で重み付けした平均は 2.24点となり、2点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人年当たりの

死傷者7人を超える 

7人未満6人

以上 

6人未満4人以上 4人未満3人

以上 

1,000人年当たりの

死傷者3人未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 
 水産庁の平成 28 年度水産加工業経営実態調査によれば、アカガレイ日本海系群を漁

獲する各県における全国平均(181 社)に対する水産加工会社数の割合は、福井県: 約
0.45(2点)､石川県: 約 0.37(2点)､鳥取県: 約 0.40(2点)､兵庫県: 約 1.40(4点)となった(水
産庁 2017)。以上より、漁獲量で重みづけした平均点 2点を、配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 

 

4.2.3.3 労働条件の公平性 
 労働基準関係法令違反により 2019 年 6 月 25 日現在で公表されている送検事案の件

数は、石川県 9件、福井県 0件、兵庫県 16件、鳥取県 3件であったが、すべて他産業

であった(セルフキャリアデザイン協会 2019)。他産業では賃金の不払いや最低賃金以

上の賃金を払っていなかった事例や外国人技能実習生に対する違法な時間外労働を行

わせた事例等があったものの、アカガレイに関わる加工・流通における労働条件の公平

性は比較的高いと考えられる。以上より 3点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公

平である 
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4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 
4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 
 石川県における冷凍・冷蔵倉庫数は 38工場、冷蔵能力は 59,106 トン（1工場当たり

1,555 トン）、1 日当たり凍結能力 113 トン、1工場当たり 1 日当たり凍結能力 3.0 ト

ンである。水揚げ量に対する必要量を満たしている（2013 年漁業センサス, 農林水産

省 2015b）。 
 福井県における冷凍・冷蔵倉庫数は 22工場、冷蔵能力は 27,921 トン（1工場当たり

1,269 トン）、1 日当たり凍結能力 126 トン、1工場当たり 1 日当たり凍結能力 5.7 ト

ンである。水揚げ量に対する必要量を満たしている（2013 年漁業センサス, 農林水産

省 2015b）。 
 兵庫県における冷凍・冷蔵倉庫数は 203工場、冷蔵能力は 688,242 トン（1工場当た

り 3,390.4 トン）、1 日当たり凍結能力 6,728 トン、1工場当たり 1 日当たり凍結能力

33.1 トンである。水揚げ量に対する必要量を満たしている（2013 年漁業センサス, 農
林水産省 2015b）。 
 鳥取県における冷凍・冷蔵倉庫数は 64工場、冷蔵能力は 122,982 トン（1工場当た

り 1,921.6 トン）、1 日当たり凍結能力 2,240 トン、1工場当たり 1 日当たり凍結能力

35 トンである。水揚げ量に対する必要量を満たしている（2013 年漁業センサス, 農林
水産省 2015b）。 
 各県ともに、好不漁によって地域間の需給アンバランスが発生することもあるが、商

行為を通じて地域間の調整は取れている。地域内における冷凍・冷蔵能力は水揚げ量に

対する必要量を満たしている。4 県とも 5点であり、総合評価は 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

氷の量

は非常

に制限

される 

氷は利用できるが、

供給量は限られ、し

ばしば再利用される

か、溶けかけた状態

で使用される 

氷は限られた

形と量で利用

でき、最も高

価な漁獲物の

みに供給する 

氷は、いろいろな形で

利用でき、氷が必要な

すべての魚に対して新

鮮な氷で覆う量を供給

する能力がある 

漁港において氷

がいろいろな形

で利用でき、冷

凍設備も整備さ

れている 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 
 石川県におけるアカガレイ小型底びき網漁業では、ズワイガニや小型カレイ類の混獲

を防止する漁具改良および試験操業が実施されている（細道 2003）。福井県における

アカガレイ沖合底びき網漁業では、冷海水製造能力が従来の 3 倍（1.0 トン/日から 3.0
トン/日）、そして、冷凍能力が従来の 2倍（1.15 トン/日から 1.30 トン/日）の機器が導

入されている（越前町漁業協同組合 2018）。兵庫県におけるアカガレイ沖合底びき網
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漁業では、新規冷凍技術の活用が検討されている（兵庫県地域水産業再生委員会但馬沖

合底びき網漁業部会 2019）。鳥取県におけるアカガレイ沖合底びき網漁業では、ハー

ドオーニング、温度調整機能、循環機能を有する活魚水槽、保冷機能を有する万能水槽、

そして、滅菌海水装置を備えた 120 トン改革型漁船が導入されている（鳥取県漁業協同

組合網代港支所 2015）。よって、石川県におけるアカガレイ小型底びき網漁業、そし

て、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県におけるアカガレイ沖合底びき網漁業に 5点、福

井県におけるアカガレイ小型底びき網漁業に 3点を配点し、総合で 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

普及指導活動が

行われていない 

. 普及指導活動が部分的

にしか行われていない 

. 普及指導活動が行われ、最

新の技術が採用されている 

 

4.3.1.3 物流システム 
 Google Map により漁港と中央卸売市場、貿易港、空港等の地点までかかる時間を検

索すると、幹線道路を使えば複数の主要漁港から中央卸売市場への所要時間は遅くとも

2 時間前後であり、ほとんどの漁港から地方卸売市場までは 30 分前後で到着できる。

また空港、貿易港までも遅くとも 2時間前後で到着でき、経営戦略として自ら貿易の選

択肢を選ぶことも可能である。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

主要物流ハブへ

のアクセスがな

い 

. 貿易港、空港のいずれか

が近くにある、もしくは

そこへ至る高速道路が近

くにある 

. 貿易港、空港のいずれも

が近くにある、もしくは

そこへ至る高速道路が近

くにある 

 

4.3.2 生活環境 
4.3.2.1 地域の住みやすさ 
 地域の住みやすさの指標となる、「住みよさランキング」（東洋経済新報社 2019）
による住みよさ偏差値の各県沿海市の平均値を用いて評価した。住みよさ偏差値の値は、

石川県 52.16(4点)、福井県 52.85(4点)、兵庫県 50.05（3点）、鳥取県 52.30(4点)となる

ことから、各県の得点を県別漁獲量で加重平均して総合得点は、4点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47以

下 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47－

49 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が49－

51 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が51－

53 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が53以

上 
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4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 
 沖合底びき網漁業者の 2017 年の所得水準は、船員労働統計調査（国土交通省 2018）
によると、持代（歩）数 1.0 の甲板員レベルの月平均給与（手当等を含む）は、福井県

が 408,550円、兵庫県が 694,915円（兼業船の場合 1,225,996円）、鳥取県が 585,269円
だった。小型底びき網（石川、福井）については、船員労働統計調査には掲載されてい

ないので、農林水産省の平成 29 年漁業経営調査のデータを用いる(農林水産省 2018)。
小型底びき網 3～5、5～10、10～20 トン各クラスの全国平均の年間漁労所得を 12 で除

して 1 ヶ月分と考えると、284,500円、334,083円、649,333円であった。石川県は各ク

ラスが存在し、福井県は 5～10、10～20 トンクラスが主体である。また、小型底びき網

漁業の船員の給与は、雇用労賃を最盛期の従事者数で除して、出漁日数を用いて 30 日

当たりの労賃を求めると、280,000円、690,000円、299,063円となった。企業規模 10～
99 人の男性平均値月給と比較すると、兵庫 367,617 円、鳥取 291,883 円、石川 351,033
円、福井 358,050円である（厚生労働省 2017）。また国税庁の平成 29 年度「民間給与

実態統計調査結果」第 7 表企業規模別及び給与階級別の給与所得者数・給与額（役員）

によると、全国の資本金 2,000万円未満の企業役員の平均月給与額は 473,167円となっ

ており、沖合底びき網漁業役員の持代（歩）数は 1.26 となっているため、月給は福井県

が 514,773円（3点）、兵庫県が 875,593円（兼業船の場合 1,544,775円）（5点）、鳥

取県が 737,439円（5点）となり(国税庁 2018)、沖底船員は福井県 4点、兵庫・鳥取 5
点となる。小底船主は石川は 422,639円（2点）、福井は 491,708円（3点）となり、小

底船員は石川 423,021円（4点）、福井 494,532円（4点）となる。各県の得点を県別漁

獲量で加重平均して総合得点は 4点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

所得が地域平均

の半分未満 

所得が地域平均

の50-90% 

所得が地域平均

の上下10%以内 

所得が地域平均

を10-50%超える 

所得が地域平均

を50%以上超え

る 

 

4.3.3 地域文化の継承 
4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 
 寛治元年（1087 年）に書かれた文書の中に「北はカレイ引を定也」とあり、平安朝末

期にはすでに若狭地方に「カレイ手繰網」が存在した（中川 1958）。日本山海名産図

会（寛政年間; 1789-1800 年）にある「若狭カレイ網」は明らかに打瀬網である。漁場は

沿岸より 30 里ほどの沖合、水深はたいてい 50 尋、カニの混獲も多いとある（二野瓶 
1999）。 
 兵庫県では弘化 3 年（1846 年）の三尾村の沖漁に沖網（手繰網）4隻、28人従業、カ

レイその他とある。手こぎ船から帆船への交代について、明治 7 年（1874 年）ごろに丹

後国で行われていたものを導入し、カレイ、カニ、タラを漁獲したとある。明治 15 年
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以降は船も大型化し香住方面でも操業者が増加した。大正 10 年（1921 年）に香住の企

業家が機船底びき網を使用した（田中 1972）。手繰網の動力化については、大正 2 年

（1913 年）になってようやく島根県と茨城県の業者が発動機船による手繰網漁業の操

業に成功を収め、これ以降日本海から九州、四国、太平洋沿岸へと広がっていった。大

正 6 年（1917 年）に島根県で動力船による網の巻揚機を考案し、急激に全国に普及して

いった（中川 1958）。以上のように、伝統的な漁法と漁場利用を背景に現在の漁業が

展開されていることから、5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁具・漁法に地

域の特徴はない 

. 地域に特徴的な、あるい

は伝統的な漁具・漁法は

既に消滅したが、復活保

存の努力がされている 

. 地域に特徴的な、ある

いは伝統的な漁具・漁

法により漁業がおこな

われている 

 

4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 
 石川県の金沢の商家では夏の味覚としてアカガレイの塩焼きや煮付けがあり、カレイ

の煮付けは秋の味覚にも挙げられている（守田･加納 1988）。加賀平野地域では、冬の

味覚としてカレイの煮付けが挙げられている。カレイとねぶかの煮物はカレイの煮汁を

別にとり、ねぶかを入れて煮る（中島･吉田 1988）。 
 福井県の越前海岸地域では、船祝いのご馳走としてタラ・ブリの刺身とともにカレイ

の煮付け、べたがれい（三寸以下の小さなカレイ）のぬたが挙げられている。べたがれ

いは骨付きのまま細く切ってそのまま食べたり、ぬたにして食べる。カレイは日常の総

菜として煮たり干物にしたり小さなカレイはぬたにして食べる。カレイは立て塩をして

干しがれいにして焼いて食べる。三寸以下の小さなカレイは、10 尾ほど尾をつけて花

弁のように並べたり（菊がれい）、6～8尾を二列に尾びれをくっつけ合わせて（よろい

がれい）完全に乾燥させて、焼いたり油で揚げて食べる（高岡 1987）。若狭湾では「ア

カガレイは麦の穂を見て食べるな」といわれている。麦の穂が出る頃が産卵期に当たる

ためとされる。煮付け、刺身、干しがれいにする（小林 1987）。 
 兵庫県但馬海岸地域では春の味覚としてカレイの煮付けをよく食べる。秋の味覚とし

ても 9 月 1 日から底びき船が操業し、カレイの塩焼きが食卓に出る（橋本 1992）。香

住のカレイ塩干しの原料としては、ソウハチ、ヒレグロとともにアカガレイが原料とし

てあげられている（石原 2005）。 
 鳥取県因幡海岸地域では、11～5 月にかけて獲れるアカガレイは身が厚く、煮付け、

刺身、刺身にゆでた卵を冷めてからほぐしてまぶした「子まぶり」にする。大きいカレ

イの干物は東京や京阪神へのお土産物に喜ばれる（伊吹 1991）。以上のように、伝統

的な加工調理法が伝えられていることから、5点を配点する。 

 



 
 

61 

1点 2点 3点 4点 5点 

加工・流通技術で

地域に特徴的な、

または伝統的なも

のはない 

. 地域に特徴的な、あるいは伝

統的な加工・流通技術は既に

消滅したが、復活保存の努力

がされている 

. 特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通

がおこなわれている

地域が複数ある 
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5．健康と安全・安心 

5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 
栄養成分のデータはないが、肉は良質なタンパク質を含み、100g当たりのカロリー

100kcal前後と低カロリーで、脂質も少ない。縁側にはコラーゲンが含まれている。

一般に、カレイ類には、ビタミンB1、Dが多く含まれている。 

 

5.1.2 機能性成分 
5.1.2.1 ビタミン 
 アカガレイのデータはないが、一般にカレイ類には、ビタミン B1、D が多く含まれ

ている。ビタミン B1 は、体内でエネルギー変換に関与している。ビタミン D は、骨の

主成分であるカルシウムやリンの吸収に関与している。（大日本水産会 1999）。 

 

5.1.2.2 タンパク質 
 肉は良質なタンパク質を含み、縁側にはコラーゲンが含まれている。コラーゲンは、

皮膚の健康を保つ働きがある。（大日本水産会 1999）。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 
5.1.3.1 旬 
アカガレイの旬は、冬から春で、産卵期を迎え卵や白子が発達して美味しくなるとい

われているが、産地によって推奨される時期は異なっている。越前がれい（福井県）は、

脂がのってくる 10～12月が旬とされているが、石川のアカガレイ（石川県）では 4～6

月とされている（多紀ほか 2007, フーズリンク 2017, 全国漁業協同組合連合会 2020）。 

 
5.1.3.2 目利きアドバイス 
アカガレイの鮮度が良いものは、以下の特徴があり目利きのポイントとなる。①体

表の光沢が良く、斑点や模様が鮮やかである。②鱗がはがれていない。③目が澄んで

いる。④鰓が鮮やかな赤色である。⑤臭いがしない。⑥腹部がかたくしっかりしてい

て、肛門から内容物が出ていない（須山・鴻巣 1987）。 
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5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 
5.2.1.1 腸炎ビブリオ中毒防止 
腸炎ビブリオは、好塩性の海洋細菌であるため、海産魚は腸炎ビブリオに汚染されや

すい。腸炎ビブリオは、室温で速やかに増殖するが、4℃以下ではほとんど増殖しない

ため、低温管理に留意する。また、魚箱や調理器具など魚を取り扱う器具類等に付着し

た細菌による感染も起こるため、これらの器具類等の使用後の洗浄を徹底する(日本食

品衛生協会 2019）。 

5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 
生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第11条より、腸炎ビブリオ最確数が100/g以下と

成分規格が定められている。 

 

5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査や中毒対策 
特に本種に該当する検査は存在しない。 

 

5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 
市場に流通した水産物について、貝毒や腸炎ビブリオ最確数において、基準値を超

えると食品衛生法第6条違反（昭和55年7月1日，環乳第29号）となる。 

 

5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 
5.2.5.1 腸炎ビブリオ食中毒防止 
腸炎ビブリオ中毒は、家庭での調理の際に起こることも多い。防止には、刺身・寿

司や鮮魚は、買い物の最後に購入する、短時間でも冷蔵庫で保管する、鮮魚の調理の

際には真水でよく洗う、調理器具や手指の洗浄を十分に行うことが重要である（日本

食品衛生協会 2019）。 
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６．評価点積算表

系群・地域 アカガレイ　日本海 参考値
漁業 沖合底びき網（沖底：1そうびきおよび2そうびき）、小型底びき網（小底） 4.0
年

大項目 中項目
中項目_

評価点

中項目_

重み

大項目_

重み

大項目_

評価点

評価軸_

総合点

生物学的情報の把握 3.7 1.0
モニタリングの実施体制 4.5 1.0

資源評価の方法と評価の客観性 4.5 1.0
種苗放流効果*

対象種の資源水準と

資源動向
対象種の資源水準と資源動向 3.0 1.0 1.0 3.0

現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産に及ぼ

す影響
2.0 1.0

現状漁獲圧での資源枯渇リスク 4.0 1.0
資源評価結果の漁業管理への反映 3.0 1.0

大項目 中項目
中項目_

評価点

中項目_

重み

大項目_

重み

大項目_

評価点

評価軸_

総合点

基盤情報の蓄積 4.0 1.0
科学調査の実施 4.0 1.0

漁業活動を通じたモニタリング 3.0 1.0
混獲利用種 4.0 1.0

混獲非利用種 4.0 1.0
希少種 4.0 1.0

食物網を通じた間接作用 4.0 1.0
生態系全体 5.0 1.0

種苗放流が生態系に与える影響*

海底環境（着底漁具を用いる漁業） 4.0 1.0
水質環境 5.0 1.0
大気環境 4.0 1.0

大項目 中項目
中項目_

評価点

中項目_

重み

大項目_

重み

大項目_

評価点

評価軸_

総合点

インプット・コントロール又はアウトプット・コントロー

ル
5.0 1.0

テクニカル・コントロール 4.0 1.0
種苗放流効果を高める措置*

生態系の保全施策 4.5 1.0
管理の執行 5.0 1.0
順応的管理 4.0 1.0
集団行動 4.8 1.0

関係者の関与 4.3 1.0

大項目 中項目
中項目_

評価点

中項目_

重み

大項目_

重み

大項目_

評価点

評価軸_

総合点

漁業関係資産 3.0 1.0
経営の安定性 3.3 1.0

就労状況 4.3 1.0
市場の価格形成 4.3 1.0
付加価値の創出 4.5 1.0

就労状況 2.3 1.0
水産インフラストラクチャ 5.0 1.0

生活環境 4.0 1.0
地域文化の継承 5.0 1.0

資源の状態

対象種の資源生物研

究・モニタリング・評価

手法

1.0 4.2

3.4

対象種に対する漁業

の影響評価
1.0 3.0

生態系・環境への配慮

操業域の環境・生態系

情報、科学調査、モニ

タリング

1.0 3.7

4.0

同時漁獲種 1.0 4.0

生態系・環境 1.0 4.4

漁業の管理

管理施策の内容 1.0 4.5

4.5

執行の体制 1.0 4.5

共同管理の取り組み

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

地域の状況 1.0 4.7

1.0 4.5

地域の持続性

漁業生産の状況 1.0 3.6

4.0加工・流通の状況 1.0 3.7



資源の状態

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア 小項目_重み

中項目_評

価点

分布と回遊 4 1.0
年齢・成長・寿命 3 1.0

成熟と産卵 4 1.0
種苗放流に必要な基礎情報*

科学的調査 4 1.0
漁獲量の把握 5 1.0
漁獲実態調査 5 1.0

水揚物の生物調査 4 1.0
種苗放流実績の把握*

天然種苗と人工種苗の識別状況*

資源評価の方法 4 1.0
資源評価の客観性 5 1.0

漁業生産面での効果把握*

資源造成面での効果把握*

天然資源に対する影響*

対象種の資源水準

と資源動向
対象種の資源水準と資源動向 3 1.0 3.0

現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産に

及ぼす影響
2 1.0 2.0

現状漁獲圧での資源枯渇リスク 4 1.0 4.0
漁業管理方策の有無 3 1.0
予防的措置の有無 2 1.0

環境変化が及ぼす影響の考慮 2 1.0
漁業管理方策の策定 3 1.0

漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU漁業

などの考慮
5 1.0

生態系・環境への配慮

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア 小項目_重み

中項目_評

価点

基盤情報の蓄積 4 1.0 4.0
科学調査の実施 4 1.0 4.0

沖底 3 0.63
小底 3 0.37
沖底 4 0.63
小底 4 0.37
沖底 4 0.63
小底 4 0.37
沖底 4 0.63
小底 4 0.37

捕食者 4 1.0
餌生物 4 1.0
競争者 4 1.0

沖底 5 0.63
小底 5 0.37

種苗の遺伝的健全性確保のための必要親魚量

確保*

遺伝子撹乱回避措置*

野生種への疾病蔓延回避措置*

沖底 4 0.63
小底 4 0.37
沖底 5 0.63
小底 5 0.37
沖底 4 0.63
小底 4 0.37

4 1.0 4.0

水質環境

生態系全体生態系全体

対象種の資源水準と資源動向

対象種に対する漁

業の影響評価

現状の漁獲圧が対象種資源の持続

的生産に及ぼす影響

現状漁獲圧での資源枯渇リスク

資源評価結果の漁業管理への反映

混獲非利用種混獲非利用種 4 1.0 4.0

生態系・環境

大気環境 4

5 1.0 5.0

食物網を通じた間接作用 4.0

種苗放流が生態系に与える影響*

海底環境（着底漁具を用いる漁業） 海底環境（着底漁具を用いる漁業）

中項目

生物学的情報の把握 3.7

モニタリングの実施体制 4.5

資源評価の方法と評価の客観性 4.5

種苗放流効果*

対象種の資源生物

研究・モニタリング

操業域の環境・生態

系情報、科学調査、

モニタリング 3 1.0

3.0

中項目

基盤情報の蓄積

科学調査の実施

混獲利用種混獲利用種

3.0

4

漁業活動を通じたモニタリング漁業活動を通じたモニタリング

漁業種類に対する重みは2017年の当該海域における漁獲量比を用いた（沖底2,704トン、⼩底1,558トン）

同時漁獲種

1.0 4.0

希少種希少種 4 1.0 4.0

大気環境

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

1.0

水質環境

4.0

5 1.0 5.0



漁業の管理

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア 小項目_重み

中項目_評

価点

インプット・コントロール又はアウトプット・コント

ロール
5 1.0 5.0

テクニカル・コントロール 4 1.0 4.0
種苗放流効果を高める措置*

環境や生態系への漁具による影響を制御する

ための規制
4 1.0

生態系の保全修復活動 5 1.0
管轄範囲 5 1.0
監視体制 5 1.0
罰則・制裁 5 1.0
順応的管理 4 1.0 4.0

資源利用者の特定 5 1.0
漁業者組織への所属割合 5 1.0

漁業者組織の管理に対する影響力 4 1.0
漁業者組織の経営や販売に関する活動 5 1.0
自主的管理への漁業関係者の主体的参画 4 1.0
公的管理への漁業関係者の主体的参画 5 1.0

幅広い利害関係者の参画 5 1.0
管理施策の意思決定 3 1.0

種苗放流事業の費用負担への理解*

地域の持続性

指標 小項目 漁業 スコア
漁業別

重み*
スコア 小項目_重み

中項目_評

価点

漁業収入のトレンド 3 1.0
収益率のトレンド 4 1.0

漁業関係資産のトレンド 2 1.0
収入の安定性 4 1.0

漁獲量の安定性 4 1.0
漁業者団体の財政状況 2 1.0

操業の安全性 5 1.0
地域雇用への貢献 5 1.0
労働条件の公平性 3 1.0
買受人の数 5 1.0

市場情報の入手可能性 5 1.0
貿易の機会 3 1.0
衛生管理 5 1.0
利用形態 4 1.0

労働の安全性 2 1.0
地域雇用への貢献 2 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 5 1.0
先進技術導入と普及指導活動 5 1.0

物流システム 5 1.0
地域の住みやすさ 4 1.0

水産業関係者の所得水準 4 1.0
漁具漁法における地域文化の継続性 5 1.0

加工流通技術における地域文化の継続性 5 1.0

漁業生産の状況

 集団行動

順応的管理

漁業関係資産

3.3経営の安定性

共同管理の取り組

み

4.8

関係者の関与 4.3

中項目

4.3就労状況

3.0

執行の体制

インプット・コントロール又はアウトプッ

ト・コントロール

種苗放流効果を高める措置*

中項目

管理施策の内容

生態系の保全施策

テクニカル・コントロール

4.5

5.0管理の執行

加工・流通の状況

市場の価格形成 4.3

付加価値の創出 4.5

就労状況 2.3

地域の状況

水産インフラストラクチャ 5.0

地域文化の継承 5.0

生活環境 4.0


